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第１章 計画の策定に当たって 

 

１ 計画策定の趣旨 

平成１２年４月に創設された介護保険制度は、高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や、

核家族化の進行、世帯規模の縮小など、それまで要介護者を支えてきた家族の状況に変化が

みえ始めた中、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして開始されました。その介護保

険制度も平成３１（２０１９）年度には２０年目を迎えることとなり、訪問や通所の介護事

業など、在宅サービスを中心に、高齢者の安心を支える仕組みとして広く定着しました。 

平成１８年度（第３期計画）からは、それまでの居宅介護サービス及び施設サービスに加

え、地域密着型サービスが整備されるとともに、予防を重視する仕組みへと転換されました。

平成２４年度（第５期計画）からは、地域包括ケアシステムの実現に取り組むこととされ、

医療と介護の連携強化や認知症施策の推進などが重点とされました。平成２７年度（第６期

計画）からは、地域包括ケアシステムの構築に向けて、新しい介護予防・日常生活支援総合

事業（以下「総合事業」といいます。）と包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業、生

活支援サービス基盤整備事業、認知症施策の推進）の実施が位置付けられました。これに基

づき、平成２９年４月からは全市町村で総合事業が開始されるなど、高齢者が地域で安心し

て暮らし続けることができるよう改正が重ねられてきています。 

府中市においても、高齢者を取り巻く様々な課題を的確に捉え、高齢者が安心して暮らせ

る社会を実現するため、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、高齢者保健

福祉の各種施策と介護保険制度の円滑な運営に取り組んできました。 

今回の「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第７期）」（以下「第７期計画」とい

います。）では、これまで府中市が進めてきた高齢者保健福祉の施策や介護保険制度の流れを

踏まえながら、団塊世代が７５歳以上となる平成３７（２０２５）年を見据えて策定するも

のです。 
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２ 計画の位置付け 

「高齢者保健福祉計画」は、高齢者の健康と福祉の増進を図るため、老人福祉法第２０条

の８に規定する「市町村老人福祉計画」に基づき策定する計画です。また、「介護保険事業

計画」は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、介護保険法第１１７条に

規定する「市町村介護保険事業計画」に基づき策定する計画です。「高齢者保健福祉計画」

と「介護保険事業計画」は一体のものとして作成することが法律で定められており、府中市

では「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」として策定しています。 

この計画は、府中市の総合的な計画である「第６次府中市総合計画後期基本計画」（計画

期間：平成３０年度～平成３３（２０２１）年度）の高齢者保健福祉に関する個別分野計画

として位置付けられるとともに、「地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画」や、国・東

京都の関連計画との整合性を確保していきます。 

 

■計画の位置付け 
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３ 計画期間 

計画期間は、平成３０年度から平成３２（２０２０）年度までの３か年です。 

計画の最終年度の平成３２（２０２０）年度に見直しを行い、平成３３（２０２１）年度

を計画の始期とする第８期計画を策定する予定です。 

 

■計画の期間 
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４ 策定体制 

計画策定に当たっては、幅広く市民の意見やニーズを把握し計画に反映するため、協議機

関での協議検討、アンケート調査の実施、グループインタビューの実施、地域包括支援セン

ターごとにワークショップの実施、パブリックコメントの実施など様々な形で市民参加を図

っています。 

 

（１）協議機関での協議検討 

公募市民、保健・医療・福祉関係者、学識経験者等から構成される「府中市高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会」にて、「第７期計画」の内容を協議検討しま

した。 

 

（２）アンケート調査の実施 

市民の意識やニーズを的確に反映した計画とするため、「府中市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画（第７期）策定のためのアンケート調査」として、６種類のアンケート

調査を実施しました。 

また、厚生労働省が示した「在宅介護実態調査実施のための手引」を参考に、要介護者

の在宅生活の継続や介護者の就労継続に有効なサービスのあり方を目的として、在宅介護

実態調査を実施しました。 

 

（３）グループインタビューの実施 

アンケートでは把握することが難しい課題に対応した計画とするため、在宅療養生活を

送っている方の介護者の方を対象にグループインタビューを実施しました。 

 

（４）地域包括支援センター別ワークショップの実施 

各地域包括支援センターが担当する地区の現状と課題を明らかにするため、地域包括支

援センター別にワークショップを実施しました。 

 

（５）パブリックコメントの実施 

計画素案策定の段階で、市民から幅広く御意見をいただくため、パブリックコメントを

実施しました。  
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第２章 本市の高齢者保健福祉・介護保険事業の現状 

 

１ 高齢者の現状 

（１）高齢者人口・世帯の状況 

①人口 

本市の人口は近年微増傾向が続いており、平成２９年１月１日現在２５８，０００人で、

そのうち６５歳以上の高齢者人口は５４，８３５人となり、高齢化率は２１．３％と２割

を超えています。 

 

■年齢３区分別人口の推移 

 

 

 
 

出典：府中市住民基本台帳（各年１月１日現在） 

 

  

116,767 115,397 114,020 113,886 113,039 

86,411 87,424 88,136 89,104 90,126 

48,680 50,467 52,395 53,758 54,835 
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（人） （%）

（単位：人、％）

区　分 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

０～39歳 116,767 115,397 114,020 113,886 113,039

40～64歳 86,411 87,424 88,136 89,104 90,126

65歳以上 48,680 50,467 52,395 53,758 54,835

計 251,858 253,288 254,551 256,748 258,000

高齢化率 19.3 19.9 20.6 20.9 21.3
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②高齢者人口 

高齢者人口は増加傾向が続いており、平成２９年には高齢者全体で５４，８３５人とな

りました。 

高齢者人口を前期高齢者（６５～７４歳）と後期高齢者（７５歳以上）に区分すると、

平成２５年から平成２９年までの増加は前期高齢者が１０．２％、後期高齢者が１５．３％

と後期高齢者が著しく増加しています。平成２９年では高齢者全体のうち４８．７％に当

たる２６，６８６人が後期高齢者です。 

 

■前期高齢者・後期高齢者別高齢者人口の推移 

 

 
出典：府中市住民基本台帳（各年１月１日現在） 
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23,143 23,835 
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（単位：人、％）

区　分 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

前期高齢者
(65～74歳)

25,537 26,632 27,819 28,167 28,149

高齢者に占める
割合

52.4 52.8 53.1 52.4 51.3

後期高齢者
(75歳以上)

23,143 23,835 24,576 25,591 26,686

高齢者に占める
割合

47.5 47.2 47.0 47.6 48.7

計 48,680 50,467 52,395 53,758 54,835
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③高齢者のいる世帯の状況 

本市の一般世帯数（平成２７年１０月１日現在１１９，４３５世帯）のうち高齢者のい

る一般世帯は３５，６７４世帯で、一般世帯数の２９．９％を占めています。 

高齢者のいる一般世帯数の内訳を見ると、高齢単身世帯数は１１，３６２世帯、高齢夫

婦世帯数は１０，１９５世帯、３世代世帯数は２，０９９世帯、その他の世帯数は１２，

０１８世帯となっています。平成１７年度に比べると高齢単身世帯、高齢夫婦世帯及びそ

の他の世帯が増加しており、特に高齢単身世帯の増加が顕著です。 

 

■高齢者のいる一般世帯数の推移 

 

出典：国勢調査（各年１０ 月１日現在） 

＊ 国勢調査では、世帯を「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分している。「一般世帯」とは「施設等の

世帯」以外の世帯であり、「施設等の世帯」とは、学校の寮・寄宿舎の学生・生徒、病院・療養所の入

院者、社会施設の入所者、自衛隊営舎内の居住者、矯正施設の入所者などからなる世帯である。 

＊ 高齢夫婦世帯は、夫６５歳以上、妻６０歳以上の夫婦１組のみの一般世帯である。 

  

（単位：世帯、％）

平成17年 平成22年 平成27年

107,289 114,968 119,435

26,971 31,098 35,674

高齢者単身世帯数 7,331 9,053 11,362

高齢者夫婦世帯数 7,901 9,054 10,195

３世代世帯数 2,795 2,423 2,099

その他の世帯数 8,944 10,568 12,018

25.1 27.0 29.9

27.2 29.1 31.8

一般世帯数に占める65歳以上
親族のいる一般世帯数の割合

65歳以上親族のいる一般世帯数に
占める高齢者単身世帯数の割合

一般世帯数

65歳以上の親族のいる一般世帯数

区分
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２ 介護保険事業の現状 

（１）被保険者の状況 
第１号被保険者数は、平成２８年度末現在５５，３１７人で、平成２４年度と比べて１２．

１％増加しています。 

第１号被保険者を前期高齢者（６５～７４歳）と後期高齢者（７５歳以上）に区分して見

ると、平成２４年度から平成２８年度までに、前期高齢者は８．７％、後期高齢者は１５．

９％増加しています。 

 

■第１号被保険者数の推移 

 

 
出典：介護保険事業年報（各年度末現在） 
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（２）要介護認定者数・利用者数の状況 
要介護（要支援）認定者数は、高齢者人口の増加に伴い増加傾向にあり、平成２８年度

末現在１０，３９０人、認定率（第１号被保険者に占める要介護（要支援）認定者の割合）

は１８．８％となっています。 

要介護度別に見ると、平成２４年度から平成２８年度までの間に、全ての要介護度で認定

者が増加しており、特に要介護１（２７．３％）の増加の伸びが大きくなっています。 

 

■要介護（要支援）認定者数の推移 

 

 
＊第２号被保険者を含む。 

出典：介護保険事業年報（各年度末現在） 
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要支援1 要支援2 要介護1 要介護2

要介護3 要介護4 要介護5 認定率

（人） （%）

（単位：人、％）

区　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

要支援1 1,290 1,356 1,414 1,391 1,420

要支援2 988 1,142 1,113 1,103 1,126

要介護1 1,991 2,035 2,291 2,511 2,535

要介護2 1,403 1,522 1,578 1,564 1,649

要介護3 1,082 1,123 1,141 1,224 1,305

要介護4 987 1,077 1,086 1,131 1,219

要介護5 1,058 1,033 1,066 1,091 1,136

計 8,799 9,288 9,689 10,015 10,390

認定率 17.8 18.2 18.3 18.5 18.8
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（３）介護保険サービス利用者数の状況 
介護保険サービスの利用者は、平成２８年度の月平均の利用者数合計に占める在宅サー

ビス利用者の割合は７２．０％、認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護の割

合は１０．９％、施設サービス利用者は１７．１％となっています。 

平成２４年度の月平均に比べて、施設サービス利用者は２．４ポイント減少しているのに

対し、在宅サービス利用者は２．４ポイント増加しています。 

 

■介護保険サービスの利用者数の推移（月平均） 

 

出典：東京都国民健康保険団体連合会「介護給付実績分析システム」 

 

  

（単位：人、％）

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

利用者数 4,367 4,712 4,930 5,221 5,451

構成比 69.6 72.4 71.1 71.7 72.0

利用者数 683 588 751 789 828

構成比 10.9 9.0 10.8 10.8 10.9

利用者数 1,226 1,211 1,256 1,275 1,292

構成比 19.5 18.6 18.1 17.5 17.1

介護保険サービス利用者数合計 利用者数 6,276 6,511 6,937 7,285 7,571

施設サービス

在宅サービス

（認知症対応型共同生活介護・
特定施設入居者生活介護除く）

認知症対応型共同生活介護・
特定施設入居者生活介護
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（４）サービス別の利用実績と給付費の推移 
平成２４年度に約１１０．８億円だった総給付費は平成２８年度には約１３０．３億円と

なっています。 

予防給付費のサービス別の給付費推移を見ると、平成２４年度と比べ平成２８年度では、

介護予防通所介護を始め介護予防訪問看護や、介護予防福祉用具貸与などの給付費が特に

増加しています。 

 

■予防給付費の推移 

 

出典：東京都国民健康保険団体連合会「介護給付実績分析システム」 

  

（給付費／ 単位 : 円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

実績値（人） 6,168 6,537 6,606 6,359 6,008

給付費 114,961,443 112,636,252 113,795,728 110,775,537 104,023,242

実績値（人） 2 0 0 5 12

給付費 42,398 0 0 145,778 471,658

実績値（回） 3,079 3,287 4,428 5,203 7,067

給付費 12,991,842 12,990,974 16,558,145 19,244,917 25,953,525

実績値（回） 500 635 769 590 506

給付費 1,674,641 1,906,428 2,307,855 1,775,647 1,554,718

実績値（人） 650 748 686 674 808

給付費 7,636,797 8,165,799 7,895,493 7,013,598 8,930,144

実績値（人） 4,210 5,341 6,587 7,069 7,019

給付費 148,435,718 175,228,440 221,100,493 196,358,318 192,789,253

実績値（人） 1,584 1,433 1,277 1,333 1,699

給付費 68,951,151 55,161,125 50,093,057 42,354,451 51,421,045

実績値（日） 279 450 573 570 528

給付費 1,905,363 3,061,617 3,839,013 3,702,465 3,284,748

実績値（日） 62 15 22 32 31

給付費 691,209 71,266 167,685 289,680 125,969

実績値（件） 5,706 6,303 7,051 7,804 8,550

給付費 21,679,614 20,623,869 20,785,367 22,598,389 23,721,438

実績値（人） 135 179 145 135 185

給付費 3,131,196 4,462,087 3,641,741 2,844,329 4,229,421

実績値（人） 238 223 235 220 231

給付費 25,106,083 24,605,708 25,529,683 23,822,683 21,726,724

実績値（人） 716 790 684 640 611

給付費 64,317,744 64,980,633 59,979,012 44,248,229 39,090,280

実績値（回） 0 0 0 0 0

給付費 0 0 0 0 0

実績値（人） 1 0

給付費 16,481 0

実績値（人） 16 25 37 36 30

給付費 826,784 1,275,283 2,202,144 1,653,811 1,557,364

実績値（人） 0 0 0 0 0

給付費 0 0 0 0 0

実績値（人） 0 0 0 0 0

給付費 0 0 0 0 0

実績値（人） 12,266 12,649 13,688 14,152 14,340

給付費 56,614,836 58,201,722 63,277,931 68,926,599 69,980,156

528,966,819 543,371,203 591,173,347 545,770,912 548,859,685

介護予防支援

介護予防住宅改修

予防給付費計

介護予防認知症対応型共同

生活介護（短期利用）

介護予防認知症対応型共同

生活介護（短期利用以外）

介護予防小規模多機能型居

宅介護（短期利用以外）

特定介護予防福祉用具購入

介護予防特定施設入居者生

活介護

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所

介護

介護予防小規模多機能型居

宅介護（短期利用）

介護予防福祉用具貸与

区　分

介護予防サービス

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテー

ション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテー

ション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護
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介護給付費のサービス別の給付費推移を見ると、平成２４年度と比べ、平成２８年度では

訪問介護を始め、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、通所介護、認知症対応型共同生

活介護などの給付費が特に増加しています。 

以上のことからも、増加するサービス給付費への対応が今後の課題として考えられます。 

 

■介護給付費の推移 

 
出典：東京都国民健康保険団体連合会「介護給付実績分析システム」 

（給付費／ 単位 : 円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

実績値（回） 290,418 346,807 366,200 394,155 418,603

給付費 1,038,498,719 1,108,377,577 1,156,416,179 1,228,032,274 1,271,530,443

実績値（回） 11,752 10,815 9,377 8,559 8,951

給付費 160,484,059 133,753,351 116,678,157 106,236,246 111,212,071

実績値（回） 61,820 72,385 81,254 91,215 100,143

給付費 321,172,338 330,085,670 377,916,368 412,408,247 454,393,215

実績値（回） 5,750 5,431 7,889 10,212 12,310

給付費 19,835,775 16,462,191 23,997,121 30,143,335 37,133,226

実績値（人） 10,365 12,823 14,498 16,123 17,996

給付費 133,894,107 163,398,090 184,131,926 206,851,025 238,259,087

実績値（回） 145,992 186,106 210,836 233,114 195,270

給付費 1,219,575,675 1,442,323,487 1,637,130,091 1,740,097,811 1,392,354,875

実績値（回） 56,642 61,014 61,401 63,312 63,887

給付費 556,159,132 548,673,625 563,116,025 567,420,793 565,466,691

実績値（日） 30,645 36,612 41,529 43,777 45,180

給付費 288,511,141 317,656,165 363,295,587 377,994,420 382,515,524

実績値（日） 12,402 12,404 9,714 10,250 10,828

給付費 150,413,598 136,981,848 108,060,679 113,718,107 121,175,994

実績値（件） 93,744 110,998 122,830 132,489 141,667

給付費 370,419,659 379,552,609 409,227,850 430,784,378 446,741,494

実績値（人） 655 675 647 650 723

給付費 17,490,774 17,334,896 18,238,567 18,845,374 18,898,258

実績値（人） 453 491 469 483 437

給付費 41,178,179 45,379,927 44,380,480 43,263,191 40,314,946

実績値（人） 0 0 3 31 80

給付費 0 0 79,591 1,507,797 4,789,608

実績値（人） 5,488 6,267 6,352 6,786 7,211

給付費 1,184,030,612 1,259,785,208 1,271,006,220 1,327,291,404 1,374,911,339

実績値（件） 1 3 0 18 9

給付費 5,256 22,284 0 174,386 64,350

実績値（人） 0 0 0 45 57

給付費 0 0 0 8,394,512 9,640,900

実績値（人） 797 860 816 810 543

給付費 16,010,454 15,831,203 14,301,238 13,219,557 9,759,798

実績値（回） 10,016 9,413 10,794 10,973 12,236

給付費 113,730,426 99,404,302 117,643,295 122,701,918 133,864,644

実績値（人） 0 0

給付費 0 0

実績値（人） 415 490 600 618 742

給付費 82,044,522 91,773,003 117,103,765 118,798,317 145,358,895

実績値（人） 0 0 0 0 0

給付費 0 0 0 0 0

実績値（人） 1,314 1,642 1,976 2,042 2,111

給付費 368,779,031 426,080,161 512,098,552 521,299,620 536,469,733

実績値（人） 0 71 542 562 561

給付費 0 15,517,018 129,949,084 136,925,143 139,468,901

実績値（人） 0 0 0 0 0

給付費 0 0 0 0 0

実績値（人） 0 0 0 0 0

給付費 0 0 0 0 0

実績値（人） 0 0 0 0 0

給付費 0 0 0 0 0

実績値（回） 0 51,106

給付費 0 399,045,221

実績値（人） 7,612 8,325 8,478 8,585 8,887

給付費 2,060,819,084 2,089,719,508 2,148,520,600 2,103,380,354 2,148,193,626

実績値（人） 4,643 5,155 5,043 5,253 5,193

給付費 1,349,591,390 1,380,291,764 1,360,331,169 1,422,711,907 1,380,336,264

実績値（人） 1,269 1,280 1,163 1,100 1,113

給付費 499,094,725 457,542,344 414,074,817 395,545,420 387,975,455

実績値（件） 1,393 1,254 1,168 1,116 1,115

給付費 28,328,400 26,730,360 25,112,331 20,043,032 15,677,103

実績値（件） 9 5 2 6 0

給付費 31,365 34,614 2,124 10,850 0

実績値（人） 40,026 42,093 45,253 48,326 50,445

給付費 533,205,056 586,275,767 627,708,909 689,199,257 720,537,834

10,553,303,477 11,088,986,972 11,740,520,725 12,156,998,675 12,486,089,495

11,082,270,296 11,632,358,175 12,331,694,072 12,702,769,587 13,034,949,180総給付費（予防給付費＋介護給付費）

住宅改修

特定施設入居者生活介護
（短期利用）

地域密着型特定施設入居者

生活介護（短期利用）

地域密着型特定施設入居者
生活介護（短期利用以外）

居宅介護支援

介護給付費計

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護老人福祉施設

特定診療費

特定診療費

特別療養費

区　分

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

認知症対応型共同生活介護
（短期利用）

認知症対応型共同生活介護
（短期利用以外）

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護

複合型サービス

地域密着型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

（短期利用）

小規模多機能型居宅介護
（短期利用以外）

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

特定福祉用具購入

特定施設入居者生活介護
（短期利用以外）

通所介護

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導
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３ アンケート調査から見た現状 

（１）高齢者の社会参加について 

①これから参加したい活動 

６５歳以上の方のこれから参加したい活動は、「自分の楽しみが得られる活動」が最も

多く、「生きがいや健康づくりができる活動」、「興味ある知識や教養が得られる活動」

と続いています。 

 

■これから参加したい活動（複数回答）（市民一般調査） 

 

 

  

自分の楽しみが得られる活動

生きがいや健康づくりが
できる活動

興味ある知識や教養が
得られる活動

隣近所の人と
協力し合える活動

仲間づくりや
親しい友人ができる活動

地域や社会に役立つ活動

自分の知識や経験を
生かせる活動

余暇時間を充実させる活動

行政への協力や地域自治に
かかわる活動

家庭生活を豊かにする
家族ぐるみの活動

その他

特にない

無回答

43.3

35.7

29.7

26.6

22.3

21.9

21.1

19.6

7.9

6.3

1.0

16.4

6.4

43.7

27.0

39.8

13.4

19.9

27.6

24.8

25.4

6.1

7.1

0.4

13.6

2.2

0 10 20 30 40 50

65歳以上(n=1,869)

40～64歳(n=492)

(%)
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②地域の支え合いとしてできること 

地域の支え合いとしてできることを尋ねたところ、いずれの調査対象の方も「安否確認

など」が最も多く、ほかに「ちょっとした買物」「災害時の手助け」「趣味など世間話の

相手」などが上位になっています。 

 

■地域の支え合いとしてできること（複数回答） 

（市民一般調査、要支援・要介護認定者調査） 

 

 

 

  

安否確認など

ちょっとした買い物

災害時の手助け

趣味など世間話の相手

ゴミ出し・雨戸の開け閉め

介護などの相談相手

外出の付添い

炊事・洗濯・掃除などの家事

電球交換や簡単な大工仕事

子どもや介護が必要な
家族などの預かり

その他

特にない

無回答

61.3

36.7

30.5

23.0

11.3

11.0

10.5

8.4

6.6

1.7

1.1

9.9

7.2

69.7

40.4

45.9

16.1

12.4

7.1

7.1

7.3

9.3

4.3

0.6

6.3

2.4

30.1

10.5

11.1

17.0

5.3

10.7

5.3

5.4

3.1

1.2

3.3

36.3

14.9

26.0 

15.1 

15.1 

13.0 

4.7 

6.8 

6.8 

3.6 

1.6 

0.5 

4.2 

31.3 

22.4 

40.5 

15.0 

13.6 

20.4 

4.4 

13.3 

7.1 

6.1 

1.7 

1.4 

1.7 

23.1 

18.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

65歳以上(n=1,869)

40～64歳(n=492)

居宅サービス利用者(n=981)

施設サービス利用者(n=192)

サービス未利用者 (n=294)

市民一般調査

要支援・要介護

認定者調査

(%)



 

- 15 - 

 

（２）介護予防について 

①介護予防に対する考え 

６５歳以上の方の介護予防に対する考えは、「意識して取り組んでいる」が最も多く、

「興味はあるが、具体的な取り組み方がわからない」、「きっかけがあれば取り組みたい」

と続いています。 

 

■介護予防に対する考え（６５歳以上のみ）（市民一般調査） 

 

 

②住民主体の介護予防活動のために必要なこと 

住民主体の介護予防活動のために必要なことを尋ねたところ、６５歳以上の方は「会場

の確保」が最も多く、「活動する仲間」、「介護予防の知識と技術」と続いています。 

４０～６４歳の方は、「経費の補助」が最も多く、次いで「介護予防の知識と技術」、

「活動する仲間」となっています。 

 

■住民主体の介護予防活動のために必要なこと（複数回答）（市民一般調査） 

 

  

　

65歳以上(n=1,869) 35.4 12.4 10.5 13.7 14.6 4.9
2.2

6.4

意識して

取り組んでいる
体力が落ちてきたら

取り組みたい

もう少し歳をとって

から取り組みたい

きっかけがあれば

取り組みたい

興味はあるが、具体的な

取り組み方がわからない

興味・関心がない
その他

無回答

(%)

会場の確保

活動する仲間

介護予防の知識と技術

経費の補助

リーダー役となる住民

送迎

その他

わからない

無回答

40.5

38.0

36.3

27.5

25.3

14.7

1.8

19.1

10.3

42.5

48.2

51.6

52.2

27.2

20.1

1.2

11.2

1.2

0 10 20 30 40 50 60

65歳以上(n=1,869)

40～64歳(n=492)

(%)
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（３）認知症について 

①認知症患者の支援に必要となること 

介護保険サービス提供事業者に認知症患者の支援に必要となることを尋ねたところ、

「認知症の人やその家族に対する支援が充実していくこと」が最も多く、「認知症の人を

支援する社会資源（施設、サービス）がより増えていくこと」、「認知症の状態に応じた

適切なサービス提供の流れが示されること」と続いています。 

 

■認知症患者の支援に必要となること（複数回答）（介護保険サービス提供事業者調査） 

  

  

認知症の人やその家族に対する

支援が充実していくこと

認知症の人を支援する社会資源(施設、

サービス)がより増えていくこと

認知症の状態に応じた適切なサービス

提供の流れが示されること

かかりつけ医やケアマネジャー(介護支援専門員)

の認知症に対する理解と対応力が向上すること

地域で、認知症サポーターの

活動の輪が広がること

認知症の早期診断を担う

医療機関が増えていくこと

認知症初期集中支援チームなどがつくられ早期か

らアセスメントや支援が行われること

地域包括支援センターにおける認知症の

地域支援が充実していくこと

地域ケア会議などの専門的な

支援体制が充実すること

その他

無回答

60.0

46.5

39.4

34.2

23.2

21.3

15.5

14.8

8.4

3.2

3.9

0 10 20 30 40 50 60 70

全体(n=155)

(%)
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（４）医療と介護の連携について 

①在宅療養者への医療と介護の連携の状況 

在宅療養者への医療と介護の連携について、「十分連携していると思う」「ある程度連

携していると思う」を合わせた“連携していると思う”は、介護保険サービス提供事業者

調査では約５割、医療と介護の連携：医療関係者調査では６割弱にとどまります。 

 

■在宅療養者への医療と介護の連携の状況 

（介護保険サービス提供事業者調査、医療と介護の連携：医療関係者調査） 

 

②医療と介護の連携を図るために必要なこと 

医療と介護の連携を図るために必要なことを尋ねたところ、介護保険サービス提供事業

者、医療関係者のどちらも、「医療と介護の関係者間で共通の目的を持つ」が最も多く、

「医療関係者と介護関係者が情報交換できる交流の場を確保する」「在宅療養者の情報を

共有するための統一的なフォーマットを作成する」と続いています。 

 

■医療と介護の連携を図るために必要なこと（複数回答） 

（介護保険サービス提供事業者調査、医療と介護の連携：医療関係者調査） 

 

　

介護保険サービス

提供事業者調査(n=155)

医療と介護の連携：

医療関係者調査(n=279)

3.2

6.5

47.1

49.8

33.5

26.2

9.0

5.4

7.1

12.2

十分連携していると思う ある程度連携していると思う 連携が不十分であると思う

ほとんど連携していないと思う

無回答

(%)

医療と介護の関係者間で
共通の目的を持つ

医療関係者と介護関係者が情報
交換できる交流の場を確保する

在宅療養者の情報を共有するための

統一的なフォーマットを作成する

医師・歯科医師がケアマネジャー(介護支援専門員)の

相談を受け付ける時間｢ケアマネタイム｣を充実する

関係者のためのネット上で連絡が
取れるような仕組みを構築する

医療と介護の連携マニュアルを
作成する

医療(病院・診療所)と介護の
役割分担を明確にする

在宅療養者の緊急時用の
ベッドを確保する

その他

無回答

67.1

46.5

41.9

33.5

31.6

27.7

16.1

10.3

2.6

5.2

53.8

37.3

35.1

23.3

24.7

34.4

26.5

13.6

3.2

6.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

介護保険サービス提供事業者調査(n=155)

医療と介護の連携：医療関係者調査(n=279)

(%)
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（５）在宅生活について 

①今後生活したいところ 

居宅サービス利用者が今後生活したいところは、「家族などの介護を受けながら自宅で

生活したい」が最も多く、「介護保険居宅サービスを受けながら自宅で生活したい」、「自

宅近くで様々なサービスが受けられる小さな施設(小規模多機能型居宅介護)などを利用し

ながら生活したい」と続いています。 

 

■今後生活したいところ（居宅サービス利用者）（要支援・要介護認定者調査） 

 

 

②量的に不足しているサービス 

ケアマネジャーに量的に不足しているサービスを尋ねたところ、「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護」が最も多く、「通所リハビリテーション」、「夜間対応型訪問介護」と

続いています。 

 

■量的に不足しているサービス（複数回答）（上位８項目） 

（介護支援専門員（ケアマネジャー）調査） 

 
 
  

居宅サービス利用者
(n=981)

37.1 32.0 5.9

2.1

4.3
1.0

1.6

3.7

2.0

0.9

1.6

5.3 6.1

無回答
わからない
その他

有料老人ホームで

暮らしたい

家族などの介護を受けながら

自宅で生活したい

介護保険居宅サービスを

受けながら自宅で生活したい

自宅近くで様々なサービスが受けられる小さな施設(小規

模多機能型居宅介護)などを利用しながら生活したい

見守りや生活支援サービスなどのついた高齢者向
け住宅(サービス付き高齢者向け住宅)で暮らしたい

認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)で暮らしたい介護老人保健施設で

暮らしたい

特別養護老人ホームで

暮らしたい

(%)

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

通所リハビリテーション

夜間対応型訪問介護

訪問リハビリテ―ション

訪問介護

短期入所生活介護

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

27.0

22.1

20.5

19.7

15.6

13.1

12.3

11.5

9.0

0 10 20 30

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所リハビリテーション

夜間対応型訪問介護

訪問リハビリテ―ション

訪問介護

短期入所生活介護

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

全体(n=122)

(%)
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③在宅生活を支えるために今後充実が必要と感じる介護支援 

ケアマネジャーに在宅生活を支えるために今後充実が必要と感じる介護支援を尋ねたと

ころ、「相談・話し相手の訪問支援」が最も多く、「入浴のみの短時間の通所支援」、「緊

急時の短期入所支援」と続いています。 

 

■在宅生活を支えるために今後充実が必要と感じる介護支援（複数回答） 

（介護支援専門員（ケアマネジャー）調査） 

 
 

  

相談・話し相手の訪問支援

入浴のみの短時間の通所支援

緊急時の短期入所支援

医療対応のある通所支援

歯科・眼科・神経内科
・精神科などの訪問診療

夜間のホームヘルプ支援

独居宅への泊まり込み支援

リハビリのみの短時間の通所支援

家族が休むための短期入所支援

食事のみの短時間の通所支援

子どもと交流する通所支援

夜間の訪問看護支援

小規模多機能型サービス拠点

その他

特にない

無回答

59.8

58.2

53.3

44.3

41.0

41.0

29.5

24.6

23.0

20.5

19.7

18.0

10.7

7.4

0.8

4.1

0 10 20 30 40 50 60 70

全体(n=122)

(%)
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④今後充実が必要と感じる生活支援 

ケアマネジャーに今後充実が必要と感じる生活支援を尋ねたところ、「電球交換や雨戸

の開閉等の軽微な家事援助」が最も多く、「通院介助」、「移動販売・食材配達」と続い

ています。 

 

■今後充実が必要と感じる生活支援（複数回答）（介護支援専門員（ケアマネジャー）調査） 

 
 

⑤保険外の支援・サービスの利用状況 

在宅で生活する方が利用している介護保険サービス外の支援・サービスは、「特にない」

以外では「配食」が最も多く、「掃除・洗濯」、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」

と続いています。 

 

■保険外の支援・サービスの利用状況（複数回答）（在宅介護実態調査） 

  

電球交換や雨戸の開閉等
の軽微な家事援助

通院介助

移動販売・食材配達

資産管理など権利擁護

日用品の買物支援

コミュニティカフェ

見守りを兼ねた
配食サービス

家族介護者の支援

ふれあいいきいきサロン

その他

特にない

無回答

60.7

54.9

43.4

34.4

31.1

27.0

26.2

25.4

21.3

5.7

-

3.3

0 10 20 30 40 50 60 70

電球交換や雨戸の開閉等の軽微な家事援助

通院介助

移動販売・食材配達

資産管理など権利擁護

日用品の買物支援

コミュニティカフェ

見守りを兼ねた配食サービス

家族介護者の支援

ふれあいいきいきサロン

その他

特にない

無回答

全体(n=122)

(%)

配食

掃除・洗濯

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

外出同行（通院、買い物など）

買い物（宅配は含まない）

サロンなどの定期的な通いの場

見守り、声かけ

ゴミ出し

調理

その他

利用していない

無回答

11.8

6.8

6.6

5.7

5.5

4.8

4.1

3.8

3.5

6.0

58.5

7.7

0 10 20 30 40 50 60 70

全体(n=651)

(%)
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⑥在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス 

在宅で生活する方が今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用し

ているが、さらなる充実が必要と感じる支援サービスを含みます。）を尋ねたところ、「単

身世帯」でのニーズが、他の世帯に比べて、多くの項目で高くなっています。 

 

■在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス 

（複数回答）（在宅介護実態調査） 

 

 

  

掃除・洗濯

外出同行
（通院、買い物など）

買い物（宅配は含まない）

配食

移送サービス
（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

ゴミ出し

サロンなどの
定期的な通いの場

調理

その他

特になし

30.2

26.7

22.1

20.9

20.3

20.3

16.3

10.5

10.5

7.0

29.1

13.4

14.1

5.6

12.0

16.2

3.5

3.5

6.3

4.2

7.0

52.1

12.6

24.8

10.8

12.6

28.7

12.9

6.3

5.9

11.2

7.0

45.5

0 10 20 30 40 50 60

単身世帯(n=172)

夫婦のみ世帯(n=142)

その他(n=286)

(%)
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⑦高齢者の在宅療養を進めていく上で不足している機能 

ケアマネジャーに高齢者の在宅療養を進めていく上で不足している機能を尋ねたところ、

「在宅療養をしている方の状況変化時に受入れ可能な入院施設」が最も多く、「訪問診療

や往診をしてくれる診療所」、「介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの介護保険施

設」と続いています。 

 

■高齢者の在宅療養を進めていく上で不足している機能（複数回答） 

（介護支援専門員（ケアマネジャー）調査） 

  

在宅療養をしている方の状況

変化時に受け入れ可能な入院施設

訪問診療や往診をしてくれる
診療所

介護老人福祉施設や介護老人保健
施設などの介護保険施設

一人ひとりの状況に応じて関係者

が連携して対応するチームケア

訪問・通所リハビリテーション
などリハビリテーション施設

訪問看護(訪問看護ステーション)

その他

無回答

67.2

57.4

32.8

29.5

27.9

16.4

9.8

3.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

全体(n=122)

(%)
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（６）介護者への支援について 

①介護者が不安に感じる介護 

在宅生活を継続していくに当たって主な介護者の方が不安に感じる介護等について、要

介護度別にみると、要介護３以上では「認知症状への対応」「夜間の排泄」「日中の排泄」

が要支援１・２、要介護１・２と比べ高くなっています。 

 

■介護者が不安に感じる介護（複数回答）（在宅介護実態調査） 

 

  

外出の付き添い、送迎等

認知症状への対応

入浴・洗身

食事の準備（調理等）

夜間の排泄

その他の家事

（掃除、洗濯、買い物等）

屋内の移乗・移動

金銭管理や生活面に
必要な諸手続き

日中の排泄

医療面での対応

（経管栄養、ストーマ等）

服薬

食事の介助（食べる時）

衣服の着脱

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

その他

不安に感じていることは、
特にない

主な介護者に確認

しないと、わからない

32.7

18.4

17.7

15.6

15.0

13.6

10.9

8.2

6.8

4.1

2.7

2.0

2.0

0.7

8.8

15.6

16.3

31.9

29.5

27.2

13.8

19.7

13.0

15.4

5.9

12.6

3.9

13.4

4.7

3.9

6.7

6.3

6.7

5.9

13.2

34.9

20.8

8.5

41.5

4.7

13.2

0.9

32.1

7.5

5.7

14.2

3.8

7.5

9.4

11.3

1.9

0 10 20 30 40 50

要支援１・２(n=147)

要介護１・２(n=254)

要介護３以上(n=106)

(%)
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②市が優先して取り組むべきサービス 

市が優先して取り組むべきサービスを尋ねたところ、６５歳以上の方は「特別養護老人

ホームや老人保健施設などの施設サービスを充実させること」、４０～６４歳の方は「高

齢者が働く場所を確保すること」が最も多く、６５歳以上の方、４０～６４歳の方ともに

「家族介護者への支援制度を充実すること」が２番目、「訪問介護やデイサービスなどの

介護保険居宅サービスを充実させること」が３番目に多くなっています。 

 

■市が優先して取り組むべきサービス（複数回答） 

（上位８項目）（市民一般調査） 

 

  

特別養護老人ホームや老人保健施設
などの施設サービスを充実させること

家族介護者への支援制度を
充実すること

訪問介護やデイサービスなどの介護
保険居宅サービスを充実させること

生きがいづくりを推進すること

(ボランティア、文化・スポーツ活動の
促進など)

認知症など病気や障害を持つ高齢者
への対策を充実すること

高齢者が働く場所を
確保すること

介護予防サービスを
充実すること

道路の段差解消や公共的な建物への

エレベーターの設置など、高齢者に

やさしいまちづくりを推進すること

31.8

30.1

23.3

22.2

20.3

18.9

18.2

16.1

27.0

37.0

35.0

20.9

22.0

41.9

22.6

13.2

0 10 20 30 40 50

65歳以上(n=1,869)

40～64歳(n=492)

(%)



 

- 25 - 

 

③介護者支援として必要だと思うもの 

介護者の方に、介護者支援として必要だと思うものを尋ねたところ、居宅サービス利用

者もサービス未利用者も「介護者が気軽に休息がとれる機会づくり」「介護者に対する定

期的な情報提供」「在宅介護者への手当」が多くなっています。 

 

■介護者支援として必要だと思うもの（複数回答） 

（要支援・要介護認定者調査） 

 
 

（７）住まいについて 

①認知症になっても住み慣れた家で暮らしたいか 

認知症になっても住み慣れた家で暮らしたいか聞いたところ、施設サービス利用者は「適

切な施設があれば入所したい」が最も多く、居宅サービス利用者及びサービス未利用者はと

もに「できることならば住み慣れた家で暮らし続けたい」が多くなっています。 

 

■認知症になっても住み慣れた家で暮らしたいか（要支援・要介護認定者調査） 

 

介護者が気軽に休息が
とれる機会づくり

介護者に対する
定期的な情報提供

在宅介護者への手当

介護者が仕事と介護の両立ができる
支援制度、再就職支援施策

電話や訪問による
相談サービス

リフレッシュのための日帰り旅行
などの機会提供

本人や介護者が集まって
話せる場づくり

介護休業取得者のいる
企業への支援制度

介護者の経験を生かした
介護問題への発言の場づくり

家族会や介護者の
自助グループ

その他

無回答

30.5

30.0

29.1

18.7

16.9

13.5

9.5

7.1

6.2

3.8

2.3

26.6

25.1

30.7

26.1

15.6

18.6

12.1

11.1

4.5

4.5

4.5

0.5

31.7

0 10 20 30 40

居宅サービス利用者

(n=770)

サービス未利用者

(n=199)

(%)

居宅サービス利用者

(n=981)

施設サービス利用者

(n=192)

サービス未利用者

(n=294)

18.1

3.1

16.3

39.2

21.4

38.8

20.4

39.6

16.7

11.7

16.1

12.6

10.5

19.8

15.6

どうしても住み慣れた家

で暮らし続けたい

できることならば住み慣れた家

で暮らし続けたい

適切な施設があれば

入所したい わからない 無回答

(%)
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（８）介護人材について 

①直近１年間の職員の離職者総数及び離職率 

介護保険サービス提供事業者に直近１年間の職員の離職者総数を尋ねたところ、常勤は

平均２．０人、非常勤は平均２．９人であり、離職率をみると、常勤は平均１１．４％、

非常勤は平均１３．１％となっています。 

 

■直近１年間の職員の離職者総数及び離職率（事業所全体）〈平均〉 

（介護保険サービス提供事業者調査） 

 

②離職理由 

離職理由は、常勤職員、非常勤職員ともに、「収入が少ない」「心身の不調、高齢」

「いろいろな職場の経験希望」が上位となっています。 

 

■離職理由（複数回答）（上位５項目）（介護保険サービス提供事業者調査） 

 

 

  

（離職者総数：人、離職率：％）

常勤 非常勤

離職者総数 (n=133)　2.0 (n=127)　2.9

離職率 (n=94)　11.4 (n=97)　13.1

収入が少ない

心身の不調、高齢

いろいろな職場の経験希望

職場の人間関係に問題

家族等の介護・看護

20.6

20.6

20.0

11.6

11.0

11.0

15.5

24.5

16.8

10.3

14.2

0 10 20 30

収入が少ない

心身の不調、高齢

いろいろな職場の経験希望

職場の人間関係に問題

家族等の介護・看護

常勤(n=155)

非常勤(n=155)

(%)
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③職員の研修・教育等に関して困っていること 

職員の研修・教育等に関して困っていることは、「人材育成のための時間がない」が最

も多く、「研修を受講させる人的な余裕がない」、「職員の自己啓発への意欲が低い」と

続いている。 

 

■職員の研修・教育等に関して困っていること（複数回答） 

（介護保険サービス提供事業者調査） 

 

 

④ケアマネジャーとして市に望むこと 

ケアマネジャーとして市に望むことを尋ねたところ、「介護保険に関する情報提供、研

修の実施」が最も多く、「制度運営における保険者判断部分の周知」、「地域包括支援セ

ンター機能の充実」と続いています。 

 

■ケアマネジャーとして市に望むこと（複数回答） 

（介護支援専門員（ケアマネジャー）調査） 

  

人材育成のための時間がない

研修を受講させる人的な余裕がない

職員の自己啓発への意欲が低い

指導できる人材が少ない、または、いない

人材育成のための費用に余裕がない

育成してもすぐに辞めてしまう

採用時期が別々で効率的な育成ができない

事業所内における人材育成の優先順位が低い

その他

特にない

無回答

56.1

39.4

30.3

29.0

26.5

21.9

18.7

9.7

0.6

6.5

8.4

0 10 20 30 40 50 60

全体(n=155)

(%)

介護保険に関する情報提供、研修の実施

制度運営における保険者判断部分の周知

地域包括支援センター機能の充実

利用者への適正なサービス利用の啓発

質の向上のために事業者が行う研修への支援

市と事業者間の情報交換や連絡調整を
行う連絡会の開催

不正な事業者への指導

その他

特にない

無回答

55.7

54.9

36.1

27.0

23.8

17.2

9.0

7.4

1.6

1.6

0 10 20 30 40 50 60

全体(n=122)

(%)
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第３章 これまでの取組と課題 

 

１ これまでの取組 

「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）」（以下「第６期計画」といいます。）

は、府中市福祉計画の基本理念である「みんなでつくる、みんなの福祉～人と人とが支え合

い幸せを感じるまちを目指して～」の実現に向けて、「住み慣れた地域で安心していきいき

と暮らせるまちづくり」を基本理念に掲げ、「高齢者の生きがいづくり・就労支援の推進」

「健康づくり・介護予防の推進」「地域での生活を支える仕組みづくり」「介護保険制度の

円滑な運営」を目標として取り組んできました。 

ここでは、「第６期計画」の取組状況の評価を行い、今後３年間（平成３０年度～平成３２

（２０２０）年度）に取り組むべき課題を整理します。 

 

（１）高齢者の生きがいづくり・就労支援の推進 

定年退職した「団塊の世代」や元気な高齢者が豊富な知識、経験及び技術をいかして地域

で活動できるよう、また、高齢者自身がボランティアを始めとした地域活動の担い手として

活躍できるよう、地域活動の情報提供や地域参加・地域貢献活動の促進への支援、生涯学習

やスポーツ活動等と連携した事業の実施、就業機会の提供支援、老人クラブの活動への支援

など高齢者の充実した暮らしへの支援を推進する取組を行ってきました。 

その結果、NPO・ボランティア団体や老人クラブ等による活発な地域活動が展開され、

生涯学習講座やスポーツ講座の参加人数も増加傾向にあります。 

今後は、現在活動に参加していない市民が意欲的に活動できる参加の仕組みを構築し、住

民主体の支え合い活動の推進を図っていく必要があります。 

 

（２）健康づくり・介護予防の推進 

高齢者が要支援・要介護の状態にならないように、あるいはその重度化の防止や維持がで

き、元気で活動的な生活を続けることができるよう、健康づくり・介護予防に取り組んでき

ました。 

健康づくりでは、健康増進事業、健康相談・啓発活動及びメタボリックシンドロームの予

防等を行い、心身や生活の状況に応じた健康づくりに取り組める環境の整備を進めてきま

した。 

介護予防の取組は、介護予防推進センター及び地域包括支援センターにおいて、介護予防

に関する教室・講座を開催するとともに、自主グループの活動支援、介護予防サポーターの

育成など、様々な活動に取り組んできました。 

 このうち介護予防教室は、総合事業の開始に伴い、参加者の自主性を重視した内容に見直

しを行っています。 

 今後は、住民主体による健康づくりや介護予防の活動を支援するなど、地域における活動

を発展させていく必要があります。 
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（３）地域での生活を支える仕組みづくり 

介護が必要になっても高齢者が尊厳をもって住み慣れたまちで、安心して暮らし続ける

ことができるよう、高齢者の地域での生活を支える仕組みづくりを推進してきました。 

生活支援・見守り支援では、高齢者見守りネットワークの推進や認知症サポーター等の地

域資源の発掘・育成、生活支援コーディネーター※の配置、在宅支援サービス等を行い、認

知症支援の推進では、認知症の早期診断・早期対応の推進、認知症に関する講演会、認知症

ケアパス※の作成、緊急ショートステイ、認知症に関する講演会やシンポジウムなど様々な

事業を行ってきました。 

医療と介護の連携では、在宅療養についての市民への周知や在宅医療関係者間による多

職種研修会の開催等を行ってきました。しかし、出席状況に関して職種により偏りがある等、

連携強化に向けて改善を図っていく必要があります。      

介護者への支援では、家族介護者の負担軽減を図るため、相談体制の充実や介護者同士の

交流支援に取り組んできました。また、地域支援体制の推進では、市内に１１か所整備され

ている地域包括支援センターでの地域に根付いた相談体制の実施、民生委員・児童委員や自

治会・町会との連携に取り組んできました。しかし、いずれも相談内容が複雑・困難化して

きており、対応する職員の能力向上や関係部署・機関との連携が重要になっています。 

高齢者の多様な住まい方への支援では、高齢者住宅の運営や、住宅改修等の支援を実施し

てきました。今後も多様なニーズや個々の身体状況に対応した高齢者の住まいの確保を進

めていく必要があります。 

災害や防犯に対する支援体制の充実では、救急医療情報キットの配付などを行いました

が、今後も既存の災害時要援護者名簿から避難行動要支援者※名簿への更新・整理や介護サ

ービス事業者の事業継続計画（BCP）の策定促進を進めていく必要があります。 

 

（４）介護保険制度の円滑な運営 

介護保険制度の円滑な運営として、介護サービス相談体制の充実やサービスの質の向上・

確保、給付の適正化、情報提供体制の充実に取り組んできました。高齢化の進展とともに、

給付費の増加が引続き課題となっていることから、適切なサービスの提供を推進しながら、

介護保険財政の適正な運営を図っていくことが必要です。 

総合事業が開始されたことにより、事業者の指定や多様なサービス提供の推進において、

市が果たす役割は大きくなっています。 

今後も、介護保険制度改正の影響や相談内容などに適切に対処し、引き続き制度の円滑な

運営を行っていく必要があります。 

 

  
                                                      
※生活支援コーディネーター…高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域におい

て、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコ—ディネート機能（主に資源開発

やネットワーク構築の機能）を果たす人。 

※認知症ケアパス…認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れ。本市では「認知症あんしんガイド」を作成し、認知

症の進行に合わせて、受けられる支援や相談窓口等を紹介している。 

※避難行動要支援者…高齢者や障害者等のうち、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に自ら非難することが

困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する方。 
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２ 国の動向 

平成３０年４月より、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正す

る法律」が一部項目を除いて施行されます。この改正は、高齢者の自立支援と要介護状態の重

度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、

サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることを目指したものです。 

また、同時改定となる東京都医療計画との整合性を図っていくことも求められています。 

改正の要点は以下のとおりとなっています。 

 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法） 

高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性

を維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた

自立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要とされています。 

また、全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、①デ

ータに基づく課題分析と対応、②適切な指標による実績評価、③インセンティブの付与が

法律により制度化されます。 

 

②医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管

理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」とし

ての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設することが定められています。なお、

病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続

き使用できます。 

 

③地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合

支援法、児童福祉法） 

住民と行政等との協働による包括的支援体制づくりと、高齢者と障害児者が同一事業所

でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位

置付けることが定められています。 

 

（２）介護保険制度の持続可能性の確保 

①２割負担者のうち特に所得の高い層を３割負担へ（介護保険法） 

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割負担

者のうち特に所得の高い層の負担割合が３割になります（高額介護サービス費制度による

負担の上限あり）。 
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②介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法） 

各医療保険者が納付する介護納付金（４０～６４歳の保険料）について、これまでは被

保険者数に応じて納付金を負担（加入者割）していましたが、施行後は、報酬額に比例し

て負担する仕組み（総報酬割）へと変わります。【激変緩和の観点から、平成２９年８月

より段階的に実施】 

 

３ 本市の高齢者福祉に関する課題 

本市の高齢者福祉に関する課題は次のとおり様々です。例えば「高齢者がいきいきと暮ら

せる地域づくりの推進」にも「認知症対策の充実」にも地域の支えが必要であり、「在宅生

活を支える施策の充実」には「医療と介護の連携強化」が必要です。課題は独立したもので

はなく、面的かつ複合的に対処すべきものとなっています。また、高齢者が元気な状態から

介護が必要な状態まで、様々な状況・ニーズに応じた切れ目のない継続的な支援が必要です。 

 

このような高齢者福祉に関する課題に対し、地域全体が共通の意識を持ちながら、互いに

切れ目なく、相互に重なり合いながら、問題解決のために取り組んでいくことが必要となっ

ています。 

 

（１）高齢者がいきいきと暮らせる地域づくりの推進  

①高齢者の地域活動への参加促進 

本市では、ＮＰＯ・ボランティア活動の啓発等に係るセミナーの開催や、老人クラブ・

自主グループへの支援、シルバー人材センターへの支援等を行ってきました。 

一方、市民一般調査では、高齢者の地域活動やボランティア活動、地域行事等への参加

状況は、“参加していない”が最も多く、就労状況も「仕事をする意思がないので、働い

ていない」が最も多くなっています。しかし、これから参加したい活動では「自分の楽し

みが得られる活動」が最も多く、「生きがいや健康づくりができる活動」「興味ある知識

や教養が得られる活動」と続いており、内容によって地域活動への参加が増える可能性が

うかがえます。 

今後も、元気な高齢者の力を本市の高齢社会の地域づくりにいかせるよう、高齢者が培

った能力や経験をいかし、ライフスタイルや意欲に応じて参加できる地域活動への参加の

仕組みと就労環境の整備が求められています。 

 

②地域の支え合いの推進 

本市では、地域の支え合いの推進として、地域福祉コーディネーター※や生活支援コーデ

ィネーターの配置、わがまち支えあい協議会や準備委員会の開催支援などを行ってきました。 

                                                      
※地域福祉コーディネーター…住民の地域福祉活動を支援するため、専門的な対応が必要な事例への対応、ネットワークづく

り、地域に必要な資源の開発を行う。 
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市民一般調査、要支援・要介護認定者調査では、地域の支え合いとしてできることとし

て、どちらの調査でも「安否確認など」が最も多く、ほかに「ちょっとした買物」「災害

時の手助け」「趣味など世間話の相手」などが上位になっています。 

高齢者が地域で安心して暮らせるよう、高齢者と地域の人による支え合いを推進してい

くことが重要です。 

 

（２）介護予防の充実 

①介護予防の普及啓発の推進 

本市では、介護予防の啓発普及のため「元気一番!! 介護予防」・「元気一番!! ふちゅう体

操」のパンフレットの作成・配布や、ふちゅう体操の普及を行ってきました。 

市民一般調査では、高齢者の介護予防に対する考えは、「意識して取り組んでいる」が

３割半ばと最も多くなっています。しかし、「興味はあるが、具体的な取り組み方がわか

らない」、「きっかけがあれば取り組みたい」もそれぞれ１割半ば、１割強の回答があり

ました。 

筋力の低下は加齢に伴い、誰にでも生じ得ることではありますが、いつまでもいきいき

と暮らすためには筋力・体力の維持が重要であることへの理解を促し、介護予防に積極的

に取り組んでもらえるよう、市民への普及啓発を行っていくことが必要です。 

 

②要支援・要介護状態の重度化を防ぐ施策の推進 

要支援・要介護認定者調査では、要支援・要介護認定者のほとんどの人が何らかの病気

にかかったことがあると回答しており、「高血圧症」「目の病気」「骨折・骨粗しょう症」

が多くなっています。 

病気の要因は様々ですが、年齢を重ね自然と身体が弱くなり、動かさなくなったことも

要因のひとつであり、介護認定を受けている人の多くの要因は生活不活発病にあるとされ

ています。 

高齢者の運動機能等の改善や、社会への参加など日常生活における活動を高めることを

促し、高齢者が要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減・悪化を防止するこ

とが重要です。健康寿命の延伸が必要であり、自立し安定した生活を送るためには、少し

でも早く介護予防に取り組む必要があります。 

 

③身近な場所での住民主体による介護予防の推進 

市民一般調査では、市の介護予防として「誰でも気軽に参加しやすいように介護予防事

業の内容を改善する」「様々な介護予防事業を継続的に実施する」「身近な場所での住民

が中心となった通いの場の取組を推進する」が望まれています。 

また、住民主体の介護予防活動のために必要なこととして、高齢者からは「会場の確保」

「活動する仲間」「介護予防の知識と技術」、第２号被保険者からは「経費の補助」「介

護予防の知識と技術」「活動する仲間」が挙げられています。 

これらのことから、「誰でも気軽に」「継続的に」「身近な場所で」「住民主体で」、そ

して高齢者の幸福度の視点から「楽しく」を加えた５つが今後の介護予防を推進するため
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のキーワードとして考えられ、身近な場所での住民主体による介護予防活動を促進するた

め、市は会場の確保等の運営面の支援が必要になります。 

 

④総合事業の推進 

本市では平成２９年４月から総合事業を開始しました。従前相当の訪問・通所介護に加

え、緩和した市独自基準の訪問型・通所型サービスＡを提供しており、利用者の状況に応

じた適切なサービスを選択することが可能になりました。 

今後は、上記サービスに加え、住民主体による支援のサービスＢや短期集中で介護予防

を行うサービスＣ、移動支援の訪問型サービスＤなど、地域の状況にあわせ、必要なサー

ビスを一体的なものとして提供していくことが求められます。 

また、一般介護予防事業としての住民主体による通いの場は、多様なサービスを展開し

ていく上での基盤（受皿）となり得ることからその支援を行います。 

 

（３） 認知症対策の充実 

①認知症患者への対応の充実 

介護保険サービス提供事業者調査では、利用者のうち医師から認知症と診断されている

方が９割、認定調査で認知症と思われる方も７割弱と多くなっています。一方、認知症患

者の支援に当たってのかかりつけ医との連携状況をみると“とれていない”との回答が５

割を超えています。また、認知症患者の支援に必要となることは、「認知症の人やその家

族に対する支援が充実していくこと」が最も多く約６割、「認知症の人を支援する社会資

源（施設、サービス）がより増えていくこと」（５割弱）、「認知症の状態に応じた適切

なサービス提供の流れが示されること」（約４割）と続いています。 

高齢者人口の増加とともに認知症高齢者数は増加していくと推測されることから、介護

従事者や家族の認知症への対応技術の向上が必要となります。 

 

②認知症を支える更なる地域づくりの推進 

本市では、認知症の正しい理解と認識を深めるための認知症サポーター「ささえ隊」の

養成や、認知症カフェの立上げ及び運営の支援、認知症ケアパスの作成・普及を行ってき

ました。 

一方、市民一般調査、要支援・要介護認定者調査では、「認知症サポーター｢ささえ隊｣養

成講座」も「認知症に関する講演会やシンポジウム」も、参加状況は１割、認知度は２～

４割程度となっており、普及活動が十分とは言えません。 

認知症は、高齢者人口の増加とともに増えていくこと、また誰にでも起こりうる可能性

があるということを理解し、地域で支えあう仕組みを構築していくことが求められます。

そこには住民だけではなく、認知症疾患医療センターや地域の認知症サポート医が連携し

て関わっていくことが重要となります。また、認知症カフェや認知症サポーター、見守り

ネットワークといった地域資源を有効活用していくことも重要になります。 
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（４）医療と介護の連携強化 

①地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて 

国では、第７期計画策定に向けた介護保険の見直しのポイントの１つとして「地域包括

ケアシステムの深化・推進」を挙げており、その中で「医療・介護の連携の推進等」が掲

げられています。 

医療と介護の連携：医療関係者調査では、医療と介護の連携を進める上で、連携の仕組

みづくりで必要なことは「多職種との顔の見える関係づくり、交流を進める」「府中市内

に包括的な医療介護の連携拠点を整備する」、人材育成で必要なことは「医療・介護の相

互理解のための専門研修を進める」、サービス・基盤整備で必要なことは「独居の方や医

療依存度の高い方が在宅で暮らせる支援策を充実する」、相談支援・情報提供で必要なこ

とは「在宅療養支援相談窓口の機能を充実させる」が最も多くなっています。 

医療と介護の連携は、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、ますます重要とな

るため、連携強化に向けた取組を検討し着実に実施していくことが必要です。 

 

②医療と介護の協働関係の構築 

在宅療養者への医療と介護の連携について、介護保険サービス提供事業者調査では４割

強、医療と介護の連携：医療関係者調査では３割強が“連携していないと思う”と回答し

ています。 

医療と介護の連携を図るためには、どちらの調査でも「医療と介護の関係者間で共通の

目的を持つ」「医療関係者と介護関係者が情報交換できる交流の場を確保する」「在宅療

養者の情報を共有するための統一的なフォーマットを作成する」が上位となっています。 

このことから、医療と介護事業者が利用者の自立した日常生活の実現という共通の目標

の下、情報交換や交流を持ちながらお互いの機能の違いをいかしつつ、お互いに必要とす

る関係を構築していくことが重要です。 

 

（５）在宅生活を支える施策の充実 

①在宅介護の実現に向けたサービスの充実 

要支援・要介護認定者調査では、介護保険制度をより良くするために市が力を入れるべ

きこととして、居宅サービス利用者、施設サービス利用者、サービス未利用者の三者とも

「市内に特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護施設を増やすこと」を最も多く回

答しています。 

また、施設サービス利用者の今後生活したいところは、「特別養護老人ホームで暮らし

たい」が最も多く、上記の回答と一致していますが、居宅サービス利用者及びサービス未

利用者はともに「家族などの介護を受けながら自宅で生活したい」「介護保険居宅サービ

スを受けながら自宅で生活したい」が多くなっています。 

これに対し、介護支援専門員（ケアマネジャー）調査では、量的に不足しているサービ

スとして、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら定期巡回訪問

と随時対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が最も多く回答しています。 

これらのことから、自宅で生活したい希望はあっても、家族に介護負担をかけたくない、
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また在宅介護では対応しきれないので施設に入りたいと回答していることが推測されま

す。そこで、特別養護老人ホームという選択肢もありつつ、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護」などのサービスの充実を図り、市民が希望する在宅での介護の支援を進めてい

くことが必要です。 

 

②在宅生活を支える生活支援の充実 

介護支援専門員（ケアマネジャー）調査では、在宅生活を支えるために今後充実が必要

と感じる介護支援は、「相談・話し相手の訪問支援」が最も多く、「入浴のみの短時間の

通所支援」「緊急時の短期入所支援」と続いています。 

また、今後充実が必要と感じる生活支援は、「電球交換や雨戸の開閉等の軽微な家事援

助」が最も多く、「通院介助」「移動販売・食材配達」と続いています。 

在宅介護実態調査では、利用している介護保険サービス外の支援・サービスとして、「配

食」「掃除・洗濯」「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が挙げられています。ま

た、世帯類型別に在宅生活の継続に必要と感じる支援をみると、単身世帯でのニーズが、

他の世帯に比べて高い傾向にあります。 

一方で、ケアマネジャー業務を行う上での課題は、「市内にインフォーマルサポートの

種類が少ない」が最も多く約５割となっています。 

このことから、介護保険サービスだけではなく、介護保険サービスでは対応できない、

一般的な暮らしを送るための生活支援サービスを求めていることがうかがえます。そのた

め、総合事業等において、住民主体による多様なサービスの提供を検討する必要がありま

す。 

 

③在宅療養機関の連携の仕組みの構築 

介護支援専門員（ケアマネジャー）調査では、在宅療養高齢者の急変時の医療機関への

スムーズな移行は「あまり行われていないと思う」が２割半ばとなっています。また、高

齢者の在宅療養を進めていく上で不足している機能は、「在宅療養をしている方の状況変

化時に受入れ可能な入院施設」が最も多く７割弱、「訪問診療や往診をしてくれる診療所」

が６割弱となっています。 

在宅での療養が安心してできるよう、在宅医療に対応できる医療機関の情報提供や相談

支援を充実させるとともに、緊急時における連携の仕組みの構築が必要です。 

 

  



 

- 36 - 

 

（６） 介護者への支援の推進 

在宅介護実態調査では、在宅生活を継続していくに当たって主な介護者が不安に感じる介

護等を要介護度別にみると、要介護３以上では「認知症状への対応」「夜間の排泄」「日中

の排泄」への不安が要支援１・２、要介護１・２と比べ高くなっています。 

市民一般調査では、市が優先して取り組むべきサービスとして、「家族介護者への支援制

度を充実すること」が高齢者、第２号被保険者ともに２番目に多く、「訪問介護やデイサー

ビスなどの介護保険居宅サービスを充実させること」が３番目に多くなっています。また、

要支援・要介護認定者調査では、介護者支援として必要だと思うものは、居宅サービス利用

者もサービス未利用者も「介護者が気軽に休息がとれる機会づくり」「介護者に対する定期

的な情報提供」「在宅介護者への手当」が多くなっています。 

このことから、家族介護者の負担を軽減できるような機会や、サービスの提供、介護者同

士の情報交換の機会を設けるなど、介護者支援策の充実が必要です。 

 

（７）地域包括支援センター機能の一層の充実 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、日常生活圏域により、家族構成や住まい、外出

の手段などに環境の差異があること、地域包括支援センター別ワークショップでも、日常生

活圏域ごとに、地域資源や取組状況、課題が異なることがわかりました。 

本市では、地域包括支援センターを１１か所設置し、高齢者やその家族が居住地域で、い

つでも気軽に相談ができるように支援体制の推進を図ってきました。 

日常生活圏域ごとの状況に対応していくためには、地域に密着した地域包括支援センター

の機能の一層の充実を図り、それぞれの地域を分析し、適切な施策を進めることが必要です。 

 

（８）高齢者の住まいの選択肢の拡大 

要支援・要介護認定者調査では、施設サービス利用者の今後生活したいところは、「特別

養護老人ホームで暮らしたい」が最も多く、居宅サービス利用者及びサービス未利用者はと

もに「家族などの介護を受けながら自宅で生活したい」「介護保険居宅サービスを受けなが

ら自宅で生活したい」が多くなっています。同様に、認知症になっても住み慣れた家で暮ら

したいかどうかについても、施設サービス利用者は「適切な施設があれば入所したい」、居

宅サービス利用者及びサービス未利用者はともに「できることならば住み慣れた家で暮ら

し続けたい」が最も多くなっています。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするためには、その人自身のニーズや

身体状況に合った施設や住まいを選択することができ、また、介護の必要度に応じて、一般

住宅からサービス付き高齢者向け住宅、そして福祉施設へ住まい方を変えられる仕組みを

充実する必要があります。そのためには、福祉施策と住宅施策を連携させ、高齢者の住まい

の総合的な支援を行うことが重要です。 
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（９）介護人材の確保・育成 

国では、新三本の矢のうちの「安心につながる社会保障」として介護離職ゼロを掲げてお

り、その緊急対策の１つに、求められる介護サービスを提供するための人材の育成・確保が

挙げられています。 

介護保険サービス提供事業者調査では、職員の１年間の平均離職率は常勤で１１．４％、

非常勤で１３．１％となっており、１割強の職員の交代が毎年発生していることになります。

離職理由は、常勤、非常勤ともに「収入が少ない」「心身の不調、高齢」「いろいろな職場

の経験希望」が上位となっています。 

また、職員の研修・教育等に関して困っていることは、「人材育成のための時間がない」

が最も多く、「研修を受講させる人的な余裕がない」と続いており、育成の余裕がないこと

がうかがえます。 

介護支援専門員（ケアマネジャー）調査でも、自立支援に向けたケアプランの作成が十分

にできていると「思う」が５．７％、「少しは思う」が６８．９％となっており、しっかり

と自信が持てているケアマネジャーは約５％にとどまります。また、ケアマネジャーとして

市に望むことは、「介護保険に関する情報提供、研修の実施」が５割を超えています。 

職員が離職しないよう、職場の環境づくりや柔軟な勤務体制、キャリアアップなどの支援

のあり方について、国の検討内容を注視しつつ、都の研修支援事業等の施策を有効活用でき

るよう情報提供を行っていくことが必要です。また、地域で活躍する介護人材の確保のため

に、介護職を志す人達への支援方法の構築が必要です。 

  



 

- 38 - 

 

第４章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の目指すもの（理念） 

（１）計画の理念 

府中市福祉計画の基本理念である「みんなでつくる、みんなの福祉～人と人とが支え合い

幸せを感じるまちを目指して～」の実現に向けて、本計画では、「第６期計画」の基本的な

考え方を継承しつつ、地域包括ケアシステムの構築を目指し、次のように理念を設定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の考え方 

１ 「自助」「互助」「共助」「公助」 

従来の「公助」「共助」主導の福祉ばかりではなく、「自助」「互助」の役割を再評価

し、これらと相まって総合的な施策の展開が必要です。本市では、「個人の尊厳を尊重し

ながら、自助・互助の役割に配慮しつつ、それではカバーできないことに公的サービスに

よる対策を講じる」ことを基本的な考え方とします。 

 

２ 地域包括ケアの推進 

府中市福祉計画では、地域包括ケアシステムを「本来あらゆる人のためのもの」である

と考え、福祉保健分野全体で考えていくこととしています。本計画では、高齢者を対象に

本計画の理念である、「住み慣れた地域で安心していきいきと暮らせるまちづくり」を目

指した地域包括ケアシステムの構築に向けた施策を進めます。 

 

３ 市民・関係機関・事業者との協働 

市民、自治会・町会などの地域組織・団体、NPO・ボランティア団体、事業者、教育機

関などの個々の取組を行政が仕組みづくりの点から支援し、ソーシャルキャピタル※の醸

成に努めます。 

 

  

                                                      
※ソーシャルキャピタル…地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといった社会関係資本等。 

住み慣れた地域で安心していきいきと 
暮らせるまちづくり 
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２ 計画の基本目標 

本計画では、「第６期計画」の基本目標を継承し、次のように基本目標に掲げ計画を推進

します。推進に当たっては、福祉施策の考え方に基づき、住民主体である「自助」「互助」

を評価しつつ、市民・関係機関・事業者との協働による「共助」や行政施策としての「公助」

にて支援を行い、地域全体として目標に取り組んでいきます。 

 

目標１ 高齢者の生きがいづくり・就労支援の推進 

目標２ 健康づくり・介護予防の推進 

目標３ 地域での生活を支える仕組みづくりの推進 

目標４ 介護保険制度の円滑な運営 
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３ 計画の基本目標に向けた施策の体系 

 

目標 方針 施策 

１ 高齢者の生き

がいづくり・就

労支援の推進 

（１）高齢者の社会参加の促進 ①地域活動の情報提供 

（２）充実した暮らしへの支援 ①老人クラブへの支援 
 ②自主グループへの支援 
 ③高齢者の生きがいづくりの支援 

（３）住民主体による地域づくりの支援 ①住民主体の地域支え合い事業の推進 

（４）高齢者の就労支援 ①就業機会の拡大 

２ 健康づくり・介

護予防の推進 

（１）健康づくりの推進 ①健康増進活動への支援 
 ②健康相談・啓発活動の支援 
 ③メタボリックシンドロームの予防と病気の早期発見 

（２）介護予防の充実 ①介護予防事業の推進 
 ②介護予防に取り組む地域への支援と担い手の育成 

（３）総合事業の推進 ①地域のニーズに合ったサービスの推進 
 ②一般介護予防事業の推進 

３ 地域での生活

を支える仕組

みづくりの推

進 

（１）生活支援・見守り支援 ①高齢者見守りネットワークの推進 
 ②ふれあい訪問活動の充実 
 ③多様な地域資源の発掘・育成 
 ④高齢者への在宅支援サービスの提供 
 ⑤高齢者の権利擁護の強化 

（２）認知症対策の充実 ①多職種連携による認知症対策 
 ②認知症の容態に合わせた支援 
 ③認知症高齢者を支えるまちづくり  

（３）医療と介護の連携強化 ①医療と介護・福祉の連携の推進 
 ②在宅療養環境の整備・充実 

（４）介護者への支援の充実 ①相談支援体制の充実 
 ②介護者の交流機会の充実 
 ③介護者への情報提供とサービスの推進 

（５）地域支援体制の推進 ①地域包括支援センターの充実 
 ②地域ケア会議の推進 
 ③生活支援体制の整備 
 ④民生委員・児童委員や自治会・町会との連携の推進 

（６）高齢者の多様な住まい方への支援の推進 ①高齢者の住まいの確保支援 
 ②高齢者の住まいのあり方の検討 
 ③住環境の改善支援 

（７）災害や防犯に対する支援体制の充実 ①避難行動要支援者支援体制の整備 
 ②福祉サービス事業者等との災害時の連携 
 ③消費者被害の対策 

４ 介護保険制度

の円滑な運営 

（１）介護保険事業の推進 ①介護サービス相談体制の充実 
 ②低所得者への配慮 
 ③給付の適正化 
 ④サービスの質の確保・向上 
 ⑤介護基盤の整備 
 ⑥介護保険特別給付の検討 

（２）情報の提供体制の充実 ①情報の収集と提供体制の整備 
 ②利用しやすいサービス情報の提供 
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４ 日常生活圏域 

本市では、「府中市福祉計画」に設定した次の６つの福祉エリアを日常生活圏域として設

定し、身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供を行うこととしていま

す。 

第７期計画においても、この考えを継承し、日常生活圏域の視点に立って、介護予防事業

や地域密着型サービスの充実などを進めていきます。 

 

■第７期計画における日常生活圏域 
 

日常生活圏域名 町 名 

第1地区 
多磨町、朝日町、紅葉丘、白糸台（1〜3丁目）、若松町、 

浅間町、緑町 

第2地区 
白糸台（4〜6丁目）、押立町、小柳町、八幡町、清水が丘、是政 

第3地区 
天神町、幸町、府中町、寿町、晴見町、栄町、新町 

第4地区 
宮町、日吉町、矢崎町、南町、本町、宮西町、片町 

第5地区 
日鋼町、武蔵台、北山町、西原町、美好町（1〜2丁目）、 

本宿町（3〜4丁目）、西府町（3〜4丁目）、東芝町 

第6地区 
美好町（3丁目）、分梅町、住吉町、四谷、日新町、 

本宿町（1〜2丁目）、西府町（1〜2、5丁目） 

 

 

  
●    地域包括支援センター 

     福祉エリア 6 圏域 

地域包括支援センター11 圏域 

※ しみずがおかの圏域は網掛けで示す 

 

 



 

- 42 - 

 

第５章 重点的取組 

 

本市の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、これまで市民参加の協議会において

協議を重ね、在宅福祉サービスや介護予防事業、認知症対策など、本市が緊急的、優先的に

取り組む重点的な事項を定め、施策事業を推進してきました。 

「第６期計画」では、「団塊の世代」が７５歳以上となる平成３７（２０２５）年の地域

包括ケアシステムの実現を目指し、地域包括ケアの基本となるコミュニティケアの体制の仕

組みづくりを推進するために、「高齢者の住まい方の支援」「新しい総合事業の構築」「地

域住民主体の地域づくりの支援」「医療と介護の連携」「認知症支援の推進」「地域支援体

制の推進」に重点的に取り組んできたところです。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるためには、高齢者の尊厳の保持や、権利侵害

の予防及び対応を行うとともに、地域が高齢者を見守り、支えるシステムの一環である地域

包括ケアシステムを深化・推進させていくことが必要となります。その基盤として、必要な

高齢者の住まい・住まい方を確保し、介護、医療、予防及び生活支援が柔軟に組み合わされ

ていくことが重要です。また、介護保険法等の改正や国の示す指針において、「自立支援、

介護予防・重度化防止の推進」「介護に取り組む家族等への支援の充実」が明記されるなど、

介護予防や家族介護者の介護負担の軽減、介護離職の防止も重要な課題となっています。 

以上のことを踏まえ、本計画では、「第６期計画」の重点的取組を引き継ぎつつ、家族介

護者への支援を追加し、「住民主体による地域づくりの推進」「総合事業の推進」「認知症

対策の充実」「医療と介護の連携強化」「介護者への支援の充実」「地域支援体制の推進」

「多様な住まい方への支援の推進」の７つを重点的取組とします。 

 

 

１ 住民主体による地域づくりの推進 

住民主体による地域づくりが求められるのは、介護保険サービス等の行政による支援では

対応できない、多様な市民ニーズに柔軟に対応するとともに、要支援者等がサービス・支援

を選択できるよう充実することが要介護状態等となることの予防や、地域において自立した

日常生活を営むことにつながると考えられるためです。 

また、地域の中で生きがいや役割を持ち社会参加することは、自身の介護予防につながる

ものであるとともに、地域における生活支援の担い手の増加にもつながります。高齢者が培

ったこれまでの知識や経験、技術を地域において発揮することが、今後の地域における支え

合いの地域づくりには必要となります。 
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① 地域の支え合いの推進 

見守りやサロンの開催、老人クラブの友愛活動、困りごと支援の活動など、既に支え合

いの体制が構築されている地域がある一方で、そういった機運が醸成されていない地域も

あることから、生活支援コーディネーターなどが中心となり、支え合いの機運醸成及び活

動の立ち上げ支援、組織づくり支援等により取組を推進します。 

また、社会福祉協議会が実施している在宅福祉助け合い（有償福祉サービス）や、ハン

ディキャブ貸出事業など、ボランティアによる制度も併せて活用することで、介護を必要

とする状態や一人暮らしの高齢者が在宅でいきいきと暮らせる地域づくりを推進します。 

このほか、小中学生などを対象にした認知症サポーター養成講座を拡充し、若い世代の

ボランティア意識の高揚に努めます。 

 

② 高齢者が担い手となる生活支援サービスの仕組みづくり 

今後、多様な生活上の困りごとへの支援が特に必要となる単身高齢者世帯や高齢者夫婦

のみ世帯が世帯類型の中で大きな割合を占めていくことを踏まえ、高齢者を含めた地域住

民の力による多様な生活支援等のサービスを充実していくことが求められます。 

このことから、生活支援体制整備に向けて設置した「協議体※」や生活支援コーディネ

ーターを中心に、ＮＰＯ、ボランティア、地縁組織、社会福祉法人、シルバー人材センタ

ー等との協働により、生活支援サービスの開発・ネットワーク化を進めていきます。 

 

【評価指標】 

指標名（単位） 指標の説明 現状値 
目標値 

（平成 32 年度） 

老人クラブへの加入

率（％） 

６５歳以上の市民のうち、老

人クラブに加入している人の

割合です。近年、加入率が低

下傾向にありますが、現状維

持を目指します。 

10.8％ 

（平成 29 年度） 
10.8％ 

シルバー人材センタ

ーへの入会率（％） 

６５歳以上の市民のうち、シ

ルバー人材センターに加入し

ている人の割合です。近年、

加入率が低下傾向にあります

が、現状維持を目指します。 

3.0％ 

（平成 28 年度） 
3.1％ 

 

 

 

 

 

 

  
                                                      
※協議体…生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、市が主体となって行う生活支援コーディネーターやＮＰＯ、民間

企業等の多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組。 
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２ 総合事業の推進 

本市において平成２９年４月に開始した総合事業は、要支援認定者や基本チェックリスト※

該当者を対象とする「介護予防・生活支援サービス事業」と６５歳以上の全ての高齢者を対

象とする「一般介護予防事業」で構成されます。 

介護予防・生活支援サービス事業のうち、訪問型サービス及び通所型サービスについて、

それぞれ従前の介護予防訪問介護・介護予防通所介護に相当するサービス（国基準サービス）、

緩和した基準によるサービス（市独自基準サービスＡ）を提供しています。 

これらのサービスを提供するためには、自立支援と介護予防の視点を踏まえ、対象者の心

身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて設定する長期目標、短期目標を利用

者とサービス提供者が共有した上で、利用者の生活上の困りごとに対して、単にそれを補う

サービスを当てはめるのではない適切な介護予防ケアマネジメントが必要です。 

今後は、これらの取組を推進するとともに、地域のニーズや資源等の実情を踏まえながら、

介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業の取組を評価し、新たなサービスの実

施を検討していく必要があります。 

 

① 総合事業を構成する各事業の推進 

本市では、介護予防・生活支援サービス事業として、従前相当の国基準サービスと緩和

した基準の市独自基準サービスＡを提供しています。この国基準サービスにおいては身体

介護も含むサービスが提供され、市独自基準サービスＡでは身体介護を含まないサービス

が提供されています。 

訪問型サービスの市独自基準サービスＡは、生活援助のみを提供するサービスであるこ

とから、サービス提供者を緩和し、市の研修を修了した高齢者生活支援員をサービス提供

の担い手に位置付けました。この研修は平成２９年度から開催しており、今後は受講者数

を更に増やしていく必要があることから、継続的な開催に加えて市民への周知・意識啓発

に重点を置いていきます。 

さらに、住民主体による支援のサービスＢや短期集中で介護予防を行うサービスＣ、移

動支援の訪問型サービスＤなど、地域の状況に合わせた市民と協働して提供するサービス

を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
※基本チェックリスト…被保険者の老化の兆しに関するリスクの有無を把握する際に用いる、厚生労働省が示した２５項目からな

るチェックリストのこと。総合事業の実施にあたっては、事業対象者の該当確認を行う際に用いられることも

ある。 
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■訪問型サービス 
基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス 

サービス 
種別 ①訪問介護 

②訪問型サービスＡ 
（緩和した基準による 

サービス） 

③訪問型サービスＢ 
（住民主体による

支援） 

④訪問型サービスＣ 
（短期集中予防 

サービス） 

⑤訪問型サービスＤ 
（移動支援） 

サービス 
内容 

訪問介護員による身体介護、 
生活援助 

生活援助等 
住民主体の自主活
動として行う生活

援助等 

保健師等による居宅 
での相談指導等 

移送前後の生活支 
援 

対象者と 
サービス 
提供の考 

え方 

○既にサービスを利用しているケー
スで、サービスの利用の継続が必

要なケース 
○以下のような訪問介護員による
サービスが必要なケース 

（例） 
・認知機能の低下により日常生活
に支障がある症状・行動を伴う者 

・退院直後で状態が変化しやす
く、専門的サービスが特に必要な
者 等 

※状態等を踏まえながら、多様な
サービスの利用を促進していくこ
とが重要。 

○状態等を踏まえながら、住民主体による
支援等「多様なサービス」の利用を促進 

・体力の改善に向け
た支援が必要なケー

ス 
・ADL・IADL の改
善に向けた支援が必

要なケース 
 
※3～6 ケ月の短期間

で行う 

訪問型サービスＢ 

に準じる 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 
人員等を緩和した

基準 

個人情報の保護
等の 

最低限の基準 

内容に応じた 
独自の基準 

サービス 

提供者（例） 訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体 

保健・医療の専門

職 
（市町村） 

出典：厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）」 

 

■通所型サービス 
基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス 

サービス 

種別 ① 通所介護 

② 通所型サービスＡ 

（緩和した基準による 
サービス） 

③ 通所型サービスＢ 

（住民主体による支援） 

④ 通所型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

サービス 
内容 

通所介護と同様のサービス 
生活機能の向上のための機能訓練 

ミニデイサービス 

運動・レクリエーション 
等 

体操、運動等の活動な 
ど、自主的な通いの場 

生活機能を改善するための 

運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム 

対象者と 
サービス 
提供の考 

え方 

○既にサービスを利用しており、サービスの
利用の継続が必要なケース 
○「多様なサービス」の利用が難しいケース 

○集中的に生活機能の向上のトレーニングを
行うことで改善・維持が見込まれるケース 
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの

利用を促進していくことが重要。 

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
「多様なサービス」の利用を促進 

・ADL や IADL の改善に
向けた支援が必要なケース
等 

※3～6 ケ月の短期間で実
施 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 
個人情報の保護等の 

最低限の基準 

内容に応じた 

独自の基準 

サービス 
提供者（例） 

通所介護事業者の従事者 
主に雇用労働者 

＋ボランティア 
ボランティア主体 

保健・医療の専門職 
（市町村） 

出典：厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）」 

 

② 介護予防ケアマネジメントの充実 

ケアマネジャーが介護予防ケアマネジメントを行い、対象者の心身の状況や置かれてい

る環境等に応じて、本人が自立した生活を送ることができるよう、また、要介護状態の重

度化を防ぐことができるよう、利用する介護予防・生活支援サービスや一般介護予防事業

等をケアプランに位置付け必要な支援を行います。 

この介護予防ケアマネジメントを通じて、利用者自身が目標を立て、その達成に向けて

サービス等を利用しながら介護予防に取り組むとともに、ケアマネジャーが必要に応じて
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モニタリングや評価を行い、再アセスメント※を行うことが重要です。 

介護予防ケアマネジメントの充実に資する取組として、本市では介護予防ケアマネジメ

ントに関する研修を開催したほか、ケアマネサロン等の情報共有の場を設けるなどケアマ

ネジャーへの支援を行っており、今後もケアマネジャーが抱える課題等を把握した上で必

要な支援を行います。 

また、ケアプランに対する助言者としてリハビリテーション職を派遣する地域リハビリ

テーション事業を平成２９年度から実施しています。専門職からの知見をアセスメントの

際に活用し介護予防ケアマネジメントを行うことにより、介護状態に応じた適切なサービ

スの選択につなげていきます。 

 

③ 一般介護予防事業等の実施 

一般介護予防事業については、地域包括支援センターによる介護予防に関する教室や講

座の開催、イベントにおける介護予防の普及啓発、地域における介護予防の自主グループ

活動の支援など、介護予防につながる様々な取組を展開しています。 

また、その他の介護予防の取組として、介護予防の拠点である介護予防推進センターに

おいては教室・講座の開催、介護予防サポーター（ひろめ隊）の育成に取り組んでいます。

このほか、地域包括支援センターにおいて、週１回の外出を生活の目標とすべき閉じこも

り状態にある方などを対象とした、ほっとサロン（地域デイサービス事業）を実施してい

ます。 

これらは、市民の介護予防の推進、外出機会の創出として有効ではありますが、平成 

２９年４月の総合事業の開始に伴い実施した介護予防の取組の見直しと同様に、ほっとサ

ロンについても、参加者により主体的に取組が行われる事業として位置付けるための見直

しを行います。 

 

【評価指標】 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 
目標値 

地域交流体操等の参

加者数（人） 

地域住民が主体的に運営す

る地域交流体操等への延べ

参加者数です。 

－ 
18,000 人 

（平成 32 年度） 

介護予防について

「意識して取り組ん

でいる」と答えた市

民の割合（％） 

計画策定時のアンケートに

おいて把握する介護予防に

取り組む市民の割合です。 
35.4％ 

40.0％ 

（平成 31 年度） 

介護保険の軽度認定

者が重度化する割合

（％） 

介護認定の更新申請の結

果、前回の介護度よりも重

度化している人の割合で

す。介護予防への取組によ

り、減少を目指します。 

34.7％ 
27.0％ 

（平成 32 年度） 

  
                                                      
※アセスメント…事前評価、初期評価。利用者が直面している生活上の困難を解決するために、必要な情報を収集し、情報の分

析、解釈、関連づけを行い、課題を明らかにすることをいう。 
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３ 認知症対策の充実 

本市では、平成１８年度制度改正を機に、「介護予防」とともに「認知症支援」に注力し

ており、「第６期計画」期間には、認知症サポーターささえ隊の養成を推進し、「認知症カ

フェ」の運営支援を行いました。 

市ではこれまでも重点取組項目として取り上げていましたが、国の「新オレンジプラン※」

等を参考に認知症施策全体を更に充実させていきます。 

 

① 認知症についての理解促進 

本市ではこれまで、認知症ケアパス「認知症あんしんガイド」の普及や認知症サポータ

ー「ささえ隊」の養成を行ってきました。認知症ケアパスは、これまで市が培ってきた「認

知症の人を支える取組」を整理し、認知症の人、その家族及び住民に対してそれらを体系

的に紹介するものです。認知症サポーターは、認知症を正しく理解して認知症の高齢者を

支援する人のことで、養成講座を受講することでサポーターになることができます。認知

症ケアパスの普及や「ささえ隊」の養成は、認知症の人を地域で支える仕組みの強化につ

ながるため、引き続き推進し、認知症の理解促進を図ります。 

 

② 認知症の方への対応の更なる充実 

認知症の早期診断・早期対応はその後の認知症の人と家族の生活の質を高めることにつ

ながります。このため、新オレンジプランでは、その仕組みづくりとして、早期診断につ

なげる取組を進めることとしています。 

本市においては、認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けること

ができるよう、地域の実態に応じた認知症施策を推進するため、認知症地域支援推進

員を配置するとともに、認知症の早期診断・早期対応の推進を図るため、認知症初期

集中支援チーム※を配置しています。 

今後は、認知症地域支援推進員が認知症初期集中支援チームや認知症疾患医療セン

ター等と連携しつつ、認知症初期集中支援チームの市内全域への配置拡大を図り、認

知症の方への対応の更なる充実を図ります。 

 

③ 地域での認知症の方と家族支援の強化（認知症カフェ等） 

本市ではこれまで、認知症の人と家族の支援を、相談支援体制や介護者教室、緊急時の

ショートステイの確保等により進めてきました。 

「第６期計画」期間中には、認知症の方やその介護者、専門職及び住民の誰でも参加で

きる「認知症カフェ」の立上げ及び運営支援を行っています。 

 
                                                      
※新オレンジプラン…新オレンジプランとは、平成 27年 1月に新たに国の認知症施策推進総合戦略として発表されたものであ

り、オレンジプラン（平成 25年度～29年度までの認知症施策推進 5か年計画）の施策に加え、医療・介

護等の連携による認知症の方への支援、認知症の予防・治療のための研究開発、認知症の人を含む高

齢者にやさしい地域づくりの推進等が盛り込まれた。 

※認知症初期集中支援チーム…複数の専門職が、家族の訴え等により認知症が疑われる方や認知症の方及びその家族を訪

問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポー

トを行うチーム。 
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今後も、認知症の方とその家族を地域で見守るため、認知症カフェ等を活用して支援を

引き続き行います。 

 

【評価指標】 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 

目標値 

（平成 32 年度） 

認知症サポーター

「ささえ隊」養成人

数（人） 

認知症を正しく理解し、本

人と家族を応援する認知症

サポーター「ささえ隊」の

養成講座の受講者数です。

増加を目指します。 

15,698 人 19,420 人 

 

４ 医療と介護の連携強化 

医療と介護の連携については、医療と介護の関係者が一体となって市民の生活を支え、医

療、介護、リハビリテーション及び生活支援に取り組むことが重要であり、そのことが地域

包括ケアシステムの構築につながるものと考えます。 

在宅療養に関しては、「第６期計画」期間中に在宅療養相談窓口を地域包括支援センター

に設置して、在宅療養に関する相談対応を開始しました。今後も在宅療養や退院時等の連携

の取組を充実し、市民に意識啓発するとともに、医療・介護連携の仕組みをつくる必要があ

ります。 

 

① 共通の目標を持ちお互いの機能を活かした協働関係の構築 

介護従事者と医療従事者が利用者の自立した日常生活という共通の目標の下、情報交換

や交流を持ちながらお互いの機能の違いをいかしつつ、お互いに必要とする関係を構築す

るため、市民に身近なケアマネジャーやかかりつけ医等による合同の研修会や事例検討会

を実施し連携強化を図ります。 

 

② 在宅療養支援の仕組みづくり 

在宅療養相談窓口を周知し、協力病院による後方支援病床※の整備、訪問看護の充実、

関係者の連携等を図りながら、在宅療養する市民と家族が在宅療養生活をより安心して送

ることができるよう、在宅療養の環境整備を推進します。 

 

③ 在宅療養への市民意識啓発事業の実施 

在宅療養の推進に向けては、在宅療養を行う環境を整備するとともに、市民の意識づく

りが必要となります。在宅で療養するということ、また、それを支える医師や訪問看護師

などの専門職の役割についても広く市民に紹介するとともに、在宅療養に関する市民と専

門職との幅広い意見交換の場をつくり、啓発を進めていきます。  

                                                      
※後方支援病床…在宅療養支援診療所等の医師が、脱水や発熱などで救急入院ほどではないが、入院して簡易な治療と経過観

察を必要と判断した場合に、在宅療養者を短期間受け入れる協力病院。 
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【評価指標】 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

医療と介護が連

携している割合

（％） 

計画策定時のアンケートにお

いて把握する十分連携してい

る・ある程度連携していると

思う関係者の割合です。 

介護保険サービス事業者 

………50.3％ 

ケアマネジャー 

………58.2％ 

医療関係者 ……56.3％ 

55％ 

63％ 

61％ 

 

５ 介護者への支援の充実 

要介護状態になっても住み慣れた自宅で安心して暮らすためには、家族による介護が重要

となります。しかし介護が長期間になると介護者の心身の負担が大きくなり、介護離職や高

齢者虐待に至ってしまう場合もあります。介護者の負担軽減や孤立化防止を図るため、介護

者への支援を充実させる必要があります。 

 

① 相談支援体制の充実  

利用者の状態に合った適切なサービスの検討・選択や、介護者の負担緩和につながるよ

うに、市や地域包括支援センターの相談支援体制の充実を図ります。 

 

② 介護者の交流機会の充実  

本市ではこれまで、家族介護者教室の開催や、介護者の会、認知症カフェの運営支援を

行ってきました。介護の知識や理解を深め、介護の技術を向上させることや、介護者同士

の交流を深め、ネットワークをつくることは、介護者の身体的・精神的な負担の軽減につ

ながります。今後も、講習などによる介護者への情報提供や介護者同士の交流の支援を行

っていきます。 

 

③ 介護者への情報提供とサービスの推進 

本市ではこれまで、介護者のワークライフバランスの推進に向けて意識啓発の講座を開

催したり、緊急時ショートステイの確保を行ったりしてきました。 

今後も、働く介護者への支援や柔軟な働き方の確保のための情報提供、介護者の急病時

の支援を始めとした、家族介護者の負担軽減につながるような支援を提供するとともに、

これらのサービスの利用向上に結び付く取組について検討していきます。 

 

【評価指標】 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 

目標値 

（平成 32 年度） 

家族介護者教室参

加人数（人） 

家族を介護されている方などを対

象に、介護についての知識・技術

の習得や、介護者同士の交流を支

援する教室の参加者数です。増加

を目指します。 

583 人 650 人 
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６ 地域支援体制の推進 

地域包括ケアシステムの取組を展開していくため、地域包括支援センターを中心とした地域支

援体制を充実させ、地域包括ケアシステムの深化・推進とネットワークの拡充を進めます。 

 

① 地域包括支援センターの機能強化 

地域包括ケアシステムの要となる地域包括支援センターについて、従来からある地域包括

支援センター業務に加え、在宅医療・介護連携の推進、認知症支援の推進、地域ケア会議※

の推進、生活支援サービスを担う事業主体の支援体制の充実及び総合事業の実施を図る中で、

それぞれのセンターの役割に応じた体制の確保や職員研修の充実を図ります。 

 

② 地域ケア会議の充実 

高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える関係機関や社会資源の整備を同時に進

めていくため、本市では地域包括支援センターごとに「地域ケア会議（高齢者地域支援連

絡会・担当地区ケア会議）」を開催しており、そこで出された地域課題の解決のための市

全体での「地域ケア会議」を開催しています。この地域ケア会議での議論等を踏まえ、本

市の地域課題を解決するための社会基盤の整備を行います。 

 

③ 生活支援体制整備の推進 

生活支援コーディネーターが中心となり、地域包括支援センター等との連携を図りなが

ら、地域における既存の社会資源や、今後新たに創出される介護予防・生活支援サービス

を活用し、安全安心な在宅生活を継続できるよう生活支援体制を整備します。 

また、生活支援体制整備に向けて設置した「協議体」や生活支援コーディネーターを中

心に、ＮＰＯ、ボランティア、地縁組織、社会福祉法人、シルバー人材センター等との協

働により、生活支援サービスの開発・ネットワーク化を進めていきます。 

 

【評価指標】 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 

目標値 

（平成 32 年度） 

地域ケア会議（市全

体）の開催回数

（回） 

全市的な視点から、地域に

おける高齢者問題の把握と

情報共有、問題解決を図る

会議の開催回数です。 

― 2 回開催／年 

わがまち支えあい協

議会（準備委員会を

含む）の開催回数

（回） 

住民主体で地域課題を把握

し、新たな社会資源の開発

について話し合う協議会の

開催回数です。 

1 協議会につき

12 回開催／年 

（2 協議会で開催） 

1 協議会につき 

12 回開催／年 

（11 協議会で開催） 

 

                                                      
※地域ケア会議…個別ケースの支援内容の検討を通じて地域の課題を把握し、解決を図り地域づくりを推進していくために地域

包括支援センター又は市が開催する介護や福祉などの専門職や地域の関係者による会議。個別ケースの検

討を行う担当地区ケア会議、地域包括支援センターごとに地域課題の把握及び対応の検討を行う高齢者地

域支援連絡会、全市的な課題の把握及び対応の検討を行う市全体の会議から成る。 
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７ 多様な住まい方への支援の推進 

地域包括ケアシステム構築には、生活の基盤として必要な住まいが整備され、かつ、本人

の希望と経済力にかなった住まい方が確保されていることが前提となります。 

地域包括ケアシステムは、それらを確保した上で、心身の状態や「住まいと住まい方」の

変化に応じて、介護・医療・予防・生活支援を柔軟に組み合わせて提供される姿が想定され

ています。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けることができるよう、多様な住まいのあり方

について検討していきます。 

 

① 住まいの確保の支援 

高齢者住宅の運営や公営住宅の高齢者入居枠の確保を行い、高齢者の住まいを確保しま

す。そして高齢者が多様なニーズや個々の身体状況に対応した住まいが選択できるよう、

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどの住まいに関する様々な情報を提供

します。 

 

② 住まいのあり方の検討 

地域包括ケアシステムの最も基本的な基盤であり、市でも一人暮らし高齢者等が増えて

いることから、介護・医療と連携し、バリアフリー構造を備えたサービス付き高齢者向け

住宅や、低所得の高齢者を対象とした住まいなど、多様なニーズや個々の身体状況に対応

した高齢者の住まいが確保できる環境づくりを進める必要があります。 

そこで、住まいづくりの上位計画である「住宅マスタープラン」に沿って、市民・事業

者・行政の協働の下で、安心して住み続けることができるよう、地域の事情に合った高齢

者の住まいのあり方について、福祉施策と住宅施策が連携して検討していきます。 

 

③ 住環境改善の支援 

介護保険住宅改修を実施し、在宅高齢者の住環境改善を支援します。また、住宅改修が

認められる６５歳以上の方に対して自立支援住宅改修費助成を実施します。 

 

【評価指標】 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 

目標値 

（平成 32 年度） 

自立支援住宅改修給

付件数（件） 

住宅改修などが必要と認め

られる６５歳以上の方に対

して、手すりの取付け、浴槽

などの取替え等の改修に対

し助成を行う件数です。 

111 件 117 件 
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第６章 計画の目標に向けた取組 

 

目標１ 高齢者の生きがいづくり・就労支援の推進 

高齢者が元気で活動的な生活を続けることができるよう、また、生きがいを持ち充実した

高齢期を過ごすことができるよう、地域の施設や資源を活用して、身近な地域での活動の場

の確保や多様な活動を支援し、地域活動や就業、生涯学習・スポーツ活動など多様な場への

高齢者の社会参加を促進します。 

そのために、高齢者自身が地域づくりの担い手として活躍できる仕組みを充実するととも

に、地域づくりには地域の住民の力も重要となることから、高齢者と地域の住民が主体とな

って地域づくりを進めることを支援します。 

 

（１）高齢者の社会参加の促進 

「団塊の世代」や高齢者に対応した市民活動を支援するため、地域活動の情報提供の充実

を図るとともに、市内に点在している地域資源等を活用した社会参加の機会と場の提供に

努めます。 

①地域活動の情報提供 

事業名 内  容 

１． 

地域貢献活動・地域参加

の促進 

・ 定年退職した「団塊の世代」や高齢者が知識や経験をいか

して、地域で活躍できるよう、地域デビュー講座やＮＰＯ

等地域活動体験セミナーを開催し、地域活動やボランティ

ア・ＮＰＯ活動等に参加する機会の創出や活動の場を提供

します。 

・ 「団塊の世代」や高齢者の地域活動への参加を促進するた

め、地域団体等に関する情報を提供します。 

 

（２）充実した暮らしへの支援 

高齢者の知識や経験、意欲をいかした社会参加・地域貢献活動を支援するとともに、多様

な価値観やライフスタイルに合わせた生きがいづくりへの支援を行います。 

①老人クラブへの支援 

事業名 内  容 

２． 

老人クラブへの支援 

・ 高齢者が身近な地域で生きがい活動を行う場として、さら

に、友愛訪問など支え合い活動の担い手としての老人クラ

ブの活動を支援します。 
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②自主グループへの支援 

事業名 内  容 

３． 

自主グループへの支援 

・ 高齢者と関わる自主グループの活動を支援し、高齢者が集

い、ふれあうことのできる場所づくりや社会参加を促進し

ます。 

③高齢者の生きがいづくりの支援 

事業名 内  容 

４． 

生涯学習やスポーツ活動

との連携 

・ 充実した生活を送るための生涯学習講座や高齢者向けス

ポーツ教室の開催を通して、高齢者の社会参加や健康づく

りを促進します。 

・ 継続的に健康の保持・増進が図れるよう、生涯学習センタ

ーのプールの活用を促進します。 

５． 

交流機会の確保と支援 

・ 高齢者の余暇活動や交流を促進するため、保養施設利用助

成を実施します。また、対象となる高齢者の増加への対応

や他事業との統合等も検討しながら、効果的な事業展開を

図ります。 

・ コミュニティバスの運行による、高齢者の外出機会の確保

を支援します。 

・ 高齢者の健康の保持・増進を図るため、地域事業者の協力

を得て多世代のふれあい入浴、高齢者の集いの場としての

ことぶき入浴事業を提供します。 

 

（３）住民主体による地域づくりの支援 

地域によってコミュニティの状況や高齢化率、社会資源といった地域特性が異なるため、

その地域の住民が主体となって「地域づくり」を進めていくことが重要です。高齢者と地域

の人が主体となり、互いに支え合ったり、一人暮らし高齢者を支援したり、居場所づくり等

に取り組むことができるよう、住民主体の地域づくりへの支援の充実を図ります。 

①住民主体の地域支え合い事業の推進 

事業名 内  容 

６． 

地域支え合いのための情

報提供・人材育成及び居

場所づくりの支援 

・ 住民主体の支え合い活動を行いたい人や団体に向けて、活

動の立ち上げ支援、組織づくり・拠点づくり支援、人材育

成等を行います。 

・ 高齢者、地域住民及び専門職が誰でも参加できるコミュニテ

ィカフェや「地域サロン」等の開設及び運営を支援します。 

・ またそのための事例などを共有するための情報提供を行

います。 

７． 

生活支援事業の推進 

・ 日常生活圏域に配置する予定の生活支援コーディネータ

ーを中心に、高齢者の日常生活の負担を少しでも軽くし、

自宅で安心して暮らせるよう高齢者と地域の人の参加に

よる地域の支え合い活動の仕組みを推進します。 
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（４）高齢者の就労支援 

生涯現役を目指す高齢者の高まる就労志向や労働力人口の不足に対応するため、高齢者

が豊富な知識と経験をいかして地域で働くことを支援します。 

①就業機会の拡大 

事業名 内  容 

８． 

関係機関との連携による

就業機会の拡大 

・ 「団塊の世代」の高齢期への移行や改正高年齢者雇用安定

法の施行を踏まえ、高齢者が豊富な知識と経験をいかして

積極的に地域で活躍できるように職域の開拓や、それに伴

う短時間勤務や在宅勤務、就業形態の工夫など、シルバー

人材センターが行う取組を支援します。 

・ いきいきワーク府中やハローワーク等と連携し、高齢者の

就業を支援します。 

 

目標２ 健康づくり・介護予防の推進 

高齢者が生活習慣病や介護の必要な状態にならずに、元気で活動的な生活を続けることが

できるよう、また、要介護状態になってもその重度化を防ぐことができるよう、これまで培

われてきた地域の資源をいかしつつ、自ら行う健康づくり・介護予防を支援する取組を進め

るとともに、健康づくりから介護予防まで一貫性のある事業として、全ての高齢者を対象に

実施します。 

また、高齢者が自ら健康づくりや介護予防に継続的に取り組むことができるよう、身近な

場所での自主的な活動を支援します。 

 

（１）健康づくりの推進 

充実した人生を送るには、心身共に健康な期間である「健康寿命」を延伸することが大切

です。そのためには、日頃から「自分の健康は自分で守り、つくる」という生涯を通じた市

民一人ひとりの健康づくりの意識と実践が不可欠です。 

また、こうした個人が主体的に行う健康増進の取組を、家庭、地域、職場及び行政を含め

た社会全体で支援し、必要な知識を地域で共有し合いながら健康づくりを広げていくこと

も重要です。 

全ての高齢者が、心身や生活の状況に応じて健康づくりに自ら取り組む環境を整備する

とともに、地域における自主的な活動や取組の継続を支援します。 
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①健康増進活動への支援 

事業名 内  容 

９． 

スポーツ健康増進活動 

・ 生涯にわたってスポーツに親しめるよう、高齢者向け教室

や事業を開催し、高齢者の健康づくりを支援します。 

・ 高齢者がスポーツに親しみ、健康で明るく豊かな生活を送

れるよう、グループ・団体などにスポーツ指導員を派遣し

ます。 

１０． 

自主的な健康づくりへの

支援 

・ 地域の中で、様々な分野において自主的に健康づくりを実

践している団体や個人を、「元気いっぱいサポーター」と

して、その活動を支援し、健康づくりに取り組むきっかけ

づくりとなる事業を「元気いっぱいサポート事業」として

進めていきます。 

②健康相談・啓発活動の支援 

事業名 内  容 

１１． 

健康相談 

・ 生活習慣病の予防等のために保健・福祉・医療が連携し、

必要な指導と助言を行うとともに、心身の健康に関する個

別相談を実施します。 

１２． 

健康教育 

・ 医師・歯科医師・保健師・栄養士・歯科衛生士等による講

話や、実践を含めた各種指導を行い、生活習慣病の予防や

その他健康に関する正しい知識の普及・啓発を行います。 

１３． 

健康応援事業 

・ 市民一人ひとりの健康に対する意識を高揚させ、自主的に

健康づくりを実践できるよう支援し、関係機関と協働して

事業に取り組むことで、健康づくり活動の輪を地域に広げ

ます。 

１４． 

栄養改善事業 

・ 市民の生涯を通した健康の保持・増進と食生活の改善を図

るため、栄養講座を開催します。 

１５． 

歯科医療連携推進事業 
・ かかりつけ歯科医のいない障害者、要介護者、摂食・嚥下

え ん げ

機能に支障がある方等に、歯科医師会に委託し「かかりつ

け歯科医」を紹介します。 

③メタボリックシンドロームの予防と病気の早期発見 

事業名 内  容 

１６． 

特定健康診査・特定保健

指導 

・ ４０～７４歳の国民健康保険被保険者に対し、高血圧や糖

尿病等の生活習慣病有病者及び予備群を抽出するための

健康診査を実施します。 

・ 健康診査の結果、生活習慣病のリスクが一定程度高いと判

定された方に対し、面談や電話等によって保健指導を行い

ます。 

１７． 

後期高齢者医療健康診査 

・ ７５歳以上（６５歳以上で一定の障害のある人を含む）で

後期高齢者医療被保険者の健康の保持・増進、生活習慣病

の予防や早期発見・早期治療につなげるため、健康診査を

実施します。 
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（２）介護予防の充実 

介護予防の目的には、転倒予防やうつ予防等といった心身の健康面に加え、外出や地域と

の交流といった社会参加活動の促進という面も含んでいます。また、非常に幅広い分野に及

ぶため、高齢者にとって具体的に何をすれば良いのかが分かりにくいのが現状です。市民が

早い時期から意識して介護予防に取り組めるよう、介護予防の普及及び啓発を更に充実させ、

一人ひとりが自分のために介護予防に取り組めるようにします。 

①介護予防事業の推進 

事業名 内  容 

１８． 

介護予防事業のＰＲ 

・ パンフレットや映像等により、介護予防の必要性や大切さ

をＰＲします。 

・ 新しい総合事業においても、一般介護予防事業として介護

予防に対する意識啓発の取組に努めるとともに、「元気一

番！！ふちゅう体操」を普及し、介護予防に取り組むきっ

かけづくりとします。 

１９． 

介護予防推進センター

（いきいきプラザ）にお

ける介護予防事業や介護

予防拠点としての機能の

強化 

・ 介護予防推進センターは、介護予防に取り組んでいない高

齢者がその重要性を理解し、積極的に取り組めるように教

室・講座を充実させるとともに、その方を地域包括支援セ

ンターにおける教室参加につなぐなど、介護予防の拠点と

して機能を強化します。 

・ 介護予防に関する相談を実施します。 

・ 介護予防に関する人材（介護予防サポーター）を育成し、

人材や地域資源等の情報を集約し地域の介護予防活動を

支援します。 

・ 介護予防推進センターで行われている世代間交流事業を

拡充し、地域づくりを支援します。 

２０． 

地域デイサービス事業

（ほっとサロン） 

・ 外出が少なくなっている方が、生活のリズムを正しく習慣

付けることで、地域の中で安心して自立生活が継続できる

よう「ほっとサロン」を開催し、介護予防・生きがいづく

りを支援します。 

今後、自主グループ化の促進や事業の位置付け等、事業

のあり方について検討します。 
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②介護予防に取り組む地域への支援と担い手の育成 

事業名 内  容 

２１． 

介護予防サポーターの人

材育成と活用 

・ 介護予防推進センターが、介護予防の人材育成研修を修了

した高齢者などを、介護予防サポーターとして認定し、介

護予防サポーターが活動できる場を提供します。 

・ 介護予防推進センターが中心となり、地域包括支援センタ

ーと連携しながら介護予防サポーターの活動の支援をし

ます。 

２２． 

地域の自主グループへの

支援 

・ 介護予防に取り組む自主グループの立ち上げや継続的な 

活動を、介護予防推進センターや地域包括支援センター

が支援するとともに、自主グループ同士が交流できる場や

活動発表の機会を確保します。 

 

（３）総合事業の推進 

本市の総合事業では、訪問型サービス・通所型サービスとして、「従前相当のサービス（国

基準）」と「緩和した基準によるサービス（市独自基準）」を提供しています。また、地域

の実情等を踏まえて、今後サービスの充実の検討を進めていきます。 

 一般介護予防事業については、介護予防推進センターや地域包括支援センターが実施す

る介護予防に関する教室や講座だけではなく、地域におけるグループ活動を支援していき

ます。 

①地域のニーズに合ったサービスの推進 

事業名 内  容 

２３． 

国基準と市独自基準のサ

ービスの提供 

・ 市独自基準の訪問型サービスの担い手である高齢者生活

支援員について、市の研修修了者の増加を図るとともに、

就労先となる事業所とのマッチングに努めます。 

・ 国基準のサービスについては、利用実績や他市の状況等を

踏まえて、事業のあり方を検討します。 

２４． 

介護予防・生活支援サー

ビス事業の検討 

・ 介護予防・生活支援サービス事業のうち、実施していない

サービスについて、市民ニーズやサービス提供者の有無

等、本市の現状に適したサービスの実施を検討します。 

 

②一般介護予防事業の推進  

事業名 内  容 

２５． 

介護予防推進事業 

・ ６５歳以上の全ての高齢者が参加できる教室「ふちゅう元

気アップ体操」や、その参加者同士が学んだ体操などを通

じて交流する「地域交流体操」を開催することで、身近な

場所で市民が主体的に介護予防に取り組むきっかけを創

出します。 
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事業名 内  容 

２６． 

介護予防コーディネート

事業 

・ 介護予防の普及・啓発を目的に、文化センターや地域包括

支援センターにおいて、介護予防講座の開催、市内の各種

イベントへの参加、相談への対応を行います。 

・ 社会資源の発掘や自主グループ活動の支援など、地域にお

ける介護予防の取組支援も行います。 

 

目標３ 地域での生活を支える仕組みづくりの推進 

地域のつながりが希薄になる中で、人と人との絆を大切にした地域の支え合いの輪を広げ、

市民との協働により主体的に地域で支え合える仕組みづくり推進し、支援が必要になっても

住み慣れた地域で安心して最期まで過ごすことのできる地域づくりを進めます。 

また、災害時における「避難行動要支援者」に対する支援体制の確立や消費者被害の対策

など、高齢者の災害時対応や防犯に努めます。 

 

（１）生活支援・見守り支援 

一人暮らしや高齢者のみ世帯の高齢者が、地域で安心して暮らし続けるためには、地域包

括支援センターや、民生委員・児童委員を始め、住民や自治会・町会、老人クラブ、ＮＰＯ・

ボランティア団体なども連携や協力が必要です。高齢者見守りネットワーク事業を始め、

様々な地域資源の活用により、市民が主体となり、自助と互助の役割を重視した、つながり、

支え合う地域づくりを推進します。 

また、それらの自助や互助の役割とともに行政においても、在宅生活の質の向上を図り、

安心した生活を送れるよう、引続き支援を行います。 

そして、高齢者自身が最期まで自分らしい生き方を維持できるよう、権利擁護のための支

援の充実や、自分らしい人生を考えたり、自分の意思をあらかじめ伝えたりする方法につい

て、支援を推進していきます。 

 

①高齢者見守りネットワークの推進 

事業名 内  容 

２７． 

高齢者見守りネットワー

クの推進 

・ 見守りの必要な高齢者を支援するため、地域住民や自治

会・町会、民生委員・児童委員、老人クラブ、地域包括支

援センター、商店会などに加えて、社会福祉協議会、ボラ

ンティア・ＮＰＯなど、広く福祉関係団体とも連携を図り、

見守りネットワークによる地域連携を強化します。 

・ 府中市高齢者見守りネットワークの周知啓発を強化して

支援の必要な高齢者を地域で見守り、保護し、連絡する体

制を充実します。 

・ 近所の人たちが日頃からお互いに少し気を配ることによ

り、何かあったときにためらわずに地域包括支援センター

に連絡を入れられるよう、自治会・町会を始めとした地域

住民に対し、地域のつながりを深める意識啓発を推進しま

す。 
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事業名 内  容 

２８． 

制度としての見守り 

・ 高齢化の進展に伴い、認知症高齢者のための「はいかい高

齢探索サービス」のみではなく、幅広い高齢者の見守りが

できるシステムの導入の可否について検討します。 

・ 疾患や日常生活に不安がある高齢者世帯に緊急通報シス

テムを貸与することにより、在宅生活を支援します。 

②ふれあい訪問活動の充実 

事業名 内  容 

２９． 

ふれあい訪問活動の充実 

・ 長寿祝い金贈呈の機会を、地域の高齢者見守り活動及びふ

れあい訪問活動の場として活用します。 

③多様な地域資源の発掘・育成 

事業名 内  容 

３０． 

多様な地域資源の発掘・

育成 

・ 地域で事業展開している企業や趣味サークルなどの市民 

団体の高齢者福祉における社会貢献活動への参加を呼び

かけるなど多様な地域資源の発掘・育成を図ります。 

・ 介護予防の活動を市民が支える「介護予防サポーター」、

認知症を理解して認知症の高齢者を支援する認知症サポ

ーター「ささえ隊」、市民が成年後見人として活動する「市

民後見人」など、市が実施する各種事業を通して人材を発

掘し、養成します。 

・ 生活支援コーディネーターが中心となり、資源を把握し、

また、生活支援・介護予防サービスの創出に取り組み、安

全安心な在宅生活を継続できるよう生活支援体制を整備

します。 

④高齢者への在宅支援サービスの提供 

事業名 内  容 

３１． 

自立支援ショートステイ 

・ 介護者の不在や、身体的・精神的な状況等により一時的に養

護が必要な高齢者を対象に、市内養護老人ホームでショート

ステイを実施し、健康管理や食事の提供を行います。 

３２． 

おむつ支給、訪問理髪・

理容、寝具乾燥 

・ おむつの支給、訪問理髪・理容等、介護保険制度を補完し

たサービスを実施し、要介護者の在宅生活を支援します。

また、適切な支給内容や支給要件については、必要に応じ

見直しを検討します。 

３３． 

高齢者車いす福祉タクシ

ー 

・ 「要介護３」以上の在宅高齢者に車いすタクシー券を交付

し、リフト付タクシーによる通院を支援します。また、適

切な支給内容や支給要件については、必要に応じ見直しを

検討します。 
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事業名 内  容 

３４． 

生活支援ヘルパー派遣 

・ 介護保険のサービスを開始できるようになるまで等の一

時的な期間に、高齢者世帯の方ヘ生活支援ヘルパーを派遣

し、家事を中心とした日常生活の支援を行います。 

・ 地域支援事業の取組状況を勘案しながら、事業のあり方に

ついて検討を行います。 

３５． 

高齢者ホームヘルパー派

遣 

・ ７５歳以上の高齢者世帯で低所得の方に、ヘルパーを派遣

し介護保険外のサービスを提供することで、在宅生活の支

援を行います。 

・ 地域支援事業の取組状況を勘案しながら、事業のあり方に

ついて検討を行います。 

⑤高齢者の権利擁護の強化 

事業名 内  容 

３６． 

権利擁護事業の充実 

・ 「権利擁護センターふちゅう」が実施する福祉サービスの

適切な利用を支援する福祉サービス利用者総合支援事業

や、認知症高齢者等判断能力が不十分な高齢者に対して行

う地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）及び成

年後見制度の利用支援を行う権利擁護センター事業を充

実します。 

３７． 

相談援助体制の充実 

・ 地域包括支援センターにおいて、市や「権利擁護センター

ふちゅう」と連携しながら、権利擁護の視点で相談に対応

し、適切な情報提供や支援を行うなど、地域で暮らす高齢

者等にとって身近な相談窓口の充実を図ります。 

３８． 

高齢者虐待対応と養護者

支援 

・ 地域包括支援センターの虐待相談窓口の周知に努め、市民

や事業者等が虐待について相談しやすい環境を整えるこ

とで、早期発見を図るとともに、医療機関などの専門機関

や警察など関係機関と連携して対応を図ります。 

・ 虐待を発見した時には、被虐待者の安全を確保するととも

に、養護者の負担を軽減するために相談、助言などの支援

を行います。 

３９． 

公的な措置による生活の

場の提供 

・ 環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難

な高齢者に対して市が養護老人ホームへの入所措置を行

い、安全で安心な生活の場を提供します。 

４０． 

「未来ノート」の活用の

推進 

・ これまでの人生を振り返ることで、今後の生き方を考える

きっかけとして、また認知症や突然の病気などで介護が必

要になったときのために、介護や医療、財産などについて

自分の意思を伝える手段として「未来ノート」の活用を推

進します。 
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（２）認知症対策の充実 

認知症になっても地域で安心して暮らせるよう、予防から早期診断、早期対応、ケア及び

家族支援まで一貫した取組を進めるとともに、認知症高齢者を見守り、支援する環境づくり

など、総合的な認知症対策の充実を図ります。 

本市が進めてきた認知症を支えるまちづくりを更に推進し、医療や福祉など多職種の連

携の仕組みづくり、市民の見守り意識の更なる醸成を図り、認知症に優しい地域づくりを推

進します。 

①多職種連携による認知症対策 

事業名 内  容 

４１． 

ケアマネジャーとかかり

つけ医の連携 

・ ケアマネジャーとかかりつけ医との連携として、もの忘れ

相談シート、ケアマネタイムなど、既存の仕組みが活用さ

れるよう、情報提供等を行います。 

４２． 

顔の見える連携会議の開

催 

・ 認知症介護の関係者・専門職が参集し会議を開催し、課題

や情報の共有及びケース検討ができる会議を開催し、日頃

からの信頼関係を構築します。 

②認知症の容態に合わせた支援 

事業名 内  容 

４３． 

認知症の早期診断・早期

対応の推進 

・ 認知症地域支援推進員と認知症初期集中支援チーム、認知

症疾患医療センターを始めとする医療機関等と連携し、認

知症の方を早期に医療・介護サービスにつなげ、継続した

支援に結び付けます。 

・ 認知症初期集中支援チームの配置を市全域に広げ、認知症

の早期診断・早期対応を推進します。 

４４． 

認知症ケアパスの普及啓

発 

・ 認知症ケアパス「認知症あんしんガイド」の普及啓発を進

め、認知症の人を地域で支える仕組みを強化します。 

③認知症高齢者を支えるまちづくり  

事業名 内  容 

４５． 

認知症ケアの普及啓発 

・ 認知症の正しい理解と認識及び認知症高齢者の介護につ

いての普及・啓発事業を積極的に推進します。 

・ 身近な相談機関である地域包括支援センターの機能を充

実し、認知症に関する研修を通じて職員の認知症相談への

対応力を強化します。 

・ 認知症になっても、高齢者とその家族が可能な限り安心し

て地域で在宅生活を継続できるよう、地域で認知症の高齢

者を支える医療体制を充実するため、東京都の認知症疾患

医療センターとの連携を進めます。 
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事業名 内  容 

４６． 

生活環境の安定に向けた

事業展開の研究 

・ 認知症高齢者に対して、保健・福祉・医療の専門的観点から

適切な評価を行い、家族に対して必要とされるサービスを

継続的に提供できるよう、支援に必要な事業の一層の周知

と、ケアマネジャーや地域包括支援センターへの効果的な

事業活用を促進します。 

４７． 

認知症高齢者を支えるま

ちづくり 

・ 認知症の正しい理解と認識を深めるための認知症サポータ

ー「ささえ隊」養成講座やステップアップ講座を実施し、理

解者を増やすとともに、認知症高齢者世帯への支援体制を

構築します。 

・ 認知症の方、介護者、地域住民及び専門職が誰でも参加でき

る認知症カフェの立上げ及び運営を支援します。 

４８． 

介護予防推進センターに

おける認知症予防教室の

実施 

・ 介護予防推進センターにおいて各種実施する教室のうち、

認知症予防に関する教室を開催します。 

 

（３）医療と介護の連携強化 

経管栄養や酸素療法など医療的ケアが必要になった場合でも、在宅で安心して生活が続

けられるよう、要介護高齢者や家族等を支援するとともに、医療と介護の連携を強化します。

在宅療養を支えるには医療・保健・介護・福祉の関係者の相互連携が必要不可欠であるため、

引き続き、連携強化に向けて取り組んでいきます。 

①医療と介護・福祉の連携の推進 

事業名 内  容 

４９． 

医療・介護・福祉関係機

関のネットワーク構築 

・ 住み慣れた地域において、医療と介護の必要な在宅高齢者

を支えるため、ケアマネジャー等介護従事者と、かかりつ

け医を中心とした在宅医療を担う医療関係者間の「顔の見

える関係づくり」を推進します。 

・ 地域包括支援センターが中心となって、地域の医療機関等

と協力しながら、高齢者の地域での生活を支え、生活の質

を高めるための連携や協働に向けて、医療・介護・福祉関

係者への働きかけを行い、ネットワークの構築を推進しま

す。 

５０． 

在宅療養に関わる専門職

の相互理解 

・ 地域で在宅療養を支援する介護関係者への医療知識習得

の機会を提供や、医療関係者に介護保険制度に関する研修

等を行います。 

・ 在宅療養や在宅での終末期ケア・緩和ケアなどについて、

地域で在宅療養を支援する医師、歯科医師、薬剤師や看護

師、歯科衛生士、ケアマネジャーなどの専門職の理解を深

める取組を進めます。 
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②在宅療養環境の整備・充実 

事業名 内  容 

５１． 

在宅療養の促進 

・ 病院から在宅療養へ円滑に移行ができるよう、在宅療養支

援診療所や訪問医などの医療機関の情報や、介護・福祉の

情報を市民や関係機関に提供し、在宅療養を促進します。 

・ 在宅療養における看取りまでの時間の過ごし方や考え方

について講座等を開催し、市民や専門職との意見交換の場

をつくるなど啓発を進めていきます。 

５２． 

かかりつけ医等の普及 

・ 本人の心身の状況、生活習慣や家庭環境をよく理解した上

で、治療や健康に関する指導を行えるよう、関係団体と連

携しながら、かかりつけ医、かかりつけ歯科医及びかかり

つけ薬局の普及を促進します。 

５３． 

在宅療養相談窓口の充実 

・ 市内の介護・医療関係者、病院及び市民からの在宅療養に

関する相談に対して適切な対応ができるよう在宅療養に

関する地域資源を把握し、相談窓口を充実します。 

５４． 

後方支援病床の整備 

・ 在宅医等が入院して加療が必要と判断した場合、在宅療養

者を短期間受け入れる協力病院を整備します。 

５５． 

高齢者医療ショートステ

イの充実 

・ 医療的ケアを必要とする高齢者が、介護老人福祉施設や介

護老人保健施設でのショートステイを利用できない場合

に、市内の医療機関に短期入院することで、在宅療養高齢

者及びその家族に対するセーフティネットを確保します。 

 
（４）介護者への支援の充実 

介護者が利用者の状態に合った適切なサービスを検討・選択できるよう、市の窓口や地域

包括支援センターにおける相談体制を充実するとともに、介護者への介護技術の講習や介

護者同士の交流を活発にするなど、介護者への支援を充実し、介護者の孤立を防止すること

により、介護者の心身の負担軽減を図ります。 

また、これらの取組に結び付けられるような効果的な周知方法や、介護者がサービスの申

込みなどにかかる手続の負担を軽減できるような方法について検討していきます。 
 

①相談支援体制の充実 

事業名 内  容 

５６． 

福祉の総合相談体制 

・ 福祉に関する多様で複雑な相談、高齢者等の権利擁護など

の相談を受け止め、具体的な対応につなげられるよう、市

の関係部署と連携し、庁内の総合相談体制を充実します。 

５７． 

地域での多様な相談体制

の整備 

・ 身近なところで福祉に関する様々な相談が受けられるよ

う、地域包括支援センターでの相談体制を充実します。 

・ 地域支援ネットワークを充実し、民生委員・児童委員やケ

アマネジャー、介護サービス事業者等と連携して地域での

相談体制を強化します。 
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②介護者の交流機会の充実 

事業名 内  容 

５８． 

家族介護者教室 

・ 高齢者を介護している家族等が、介護に関する知識や技

術、介護者の健康管理等について学ぶための介護者教室を

開催していきます。 

・ 地域包括支援センターにおける認知症高齢者などの家族

介護者教室や転倒予防講座を充実し、介護の知識や理解及

び技術の向上による介護者の介護負担の軽減を図ります。 

・ 介護者へのメンタル面のフォローを更に充実します。 

５９． 

家族介護者の交流支援 

・ 家族介護者の負担軽減を図るため、家族介護者のネットワ

ークづくりや活動を支えるボランティアの育成を支援し

ます。 

③介護者への情報提供とサービスの推進 

事業名 内  容 

６０． 

ワークライフバランス

（仕事と生活の調和）の

推進 

・ 介護者に現役世代が増加していることを受けて、仕事と介

護の両立をするための啓発や情報提供を推進します。 

６１． 

緊急時のショートステイ

の確保 

・ 市内特別養護老人ホームなど既存の施設の活用を図りな

がら、介護者の急病など緊急時に利用できるショートステ

イ用ベッドを確保します。 

 

（５）地域支援体制の推進 

地域の高齢者の生活全般を通して、切れ目なく包括的にサービスが行き届くよう、地域支

援体制を推進し、地域のネットワークの充実を図ります。そのために、地域包括支援センタ

ーが地域のネットワークの核となり、民生委員・児童委員や自治会・町会と連携し、日常の

生活に近いところから状況を捉え、早期の福祉対応につなげていきます。 

高齢者のニーズや状態の変化に応じた様々なサービスを提供できるよう、地域包括支援

センターの機能を充実するとともに、地域ケア会議を開催し、地域包括支援センターを中心

とした保健・医療・福祉の関係機関や団体などのネットワーク構築を図ります。また、高齢

者の日常生活の充実に向け、多様な主体で構成される「協議体」を設置し、生活支援コーデ

ィネーターと連携した取組を推進します。 
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①地域包括支援センターの充実 

事業名 内  容 

６２． 

地域包括支援センターの

機能の充実 

・ 地域包括支援センターを中心とした高齢者に分かりやす

い相談支援体制の充実を図るとともに、高齢者や家族が適

切なサービスを選択・利用するための情報提供の充実に取

り組みます。 

・ 医療的ケアの必要な高齢者や認知症高齢者への支援など、

地域における高齢者の生活を支えるため、地域包括支援セ

ンターが中心となって、地域の医療機関と協力しながら、

高齢者の地域での生活を支え、生活の質を高めるための連

携や協働に向けて、保健・医療・福祉関係者への働きかけ

を行い、ネットワークを構築します。 

・ 地域包括支援センターの地域ネットワーク構築やケアマ

ネジャーへの支援・助言機能等について継続的な支援を進

めます。また、地域包括支援センター間の現状・課題の共

有化を図るほか、解決に向けて協力し合う関係づくりや連

携強化等の体制づくりを行い、質の向上に向けた取組を強

化します。 

 

②地域ケア会議の推進 

事業名 内  容 

６３． 

担当地区ケア会議の開催 

・ 支援困難事例の支援方法を検討するため、担当地区ケア会

議を開催します。また、会議の開催を通じて地域課題の把

握に努めます。 

６４． 

地域ケア会議の開催 

・ 地域における高齢者問題の把握と情報共有、問題解決を図

る場として、地域包括支援センターや自治会、民生委員等

による地域ケア会議を開催します。また、全市的な視点か

ら施策を検討する地域ケア会議を開催します。 

③生活支援体制の整備 

事業名 内  容 

６５． 

生活支援体制の整備 

 

・ 生活支援コーディネーターが中心となり、既存の地域資源

や、今後新たに創出された生活支援・介護予防サービスを

活用し、安全安心な在宅生活を継続できるよう生活支援体

制を整備します。 

生活支援コーディネーターは、地域共生社会の実現に向け

て取り組む地域福祉コーディネーターの役割も兼ねてお

り、高齢者、障害者、子どもを含め全ての方が暮らしやす

い地域づくりに取り組みます。 
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④民生委員・児童委員や自治会・町会との連携の推進 

事業名 内  容 

６６． 

民生委員・児童委員や自

治会・町会と連携した地

域づくり 

・ 地域包括支援センターが民生委員・児童委員や自治会・町

会の活動と連携して、行政では行き届かない日常生活に近

いところに目を向けた地域づくりを進めます。 

 

（６）高齢者の多様な住まい方への支援の推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするために、多様化するニーズや身

体状況に合った住まいの選択や改修などができるよう、住まいの確保に向けて高齢者住宅

の運営や住まいの情報提供などを行うとともに、住宅のバリアフリー化の支援を行います。 

また、今後の高齢化の進展を踏まえ、地域の実情に合った高齢者の住まいのあり方につい

て、福祉施策と住宅施策が連携して検討していきます。 
 

①高齢者の住まいの確保支援 

事業名 内  容 

６７． 

高齢者住宅の運営 

・ 高齢者住宅を管理し、立ち退き等により住宅に困窮してい

る単身の高齢者に提供していきます。 

６８． 

公営住宅の高齢者入居枠

の確保 

・ 公営住宅の入居希望者の増加に対応し、引き続き都営住宅

における高齢者入居枠の確保を東京都へ要請します。 

・ 市営住宅の募集に際しては、優遇抽選等の方法により高齢

者が入居しやすくなるよう配慮します。 

６９． 

住まいの情報提供 

・ 早めの住み替えや適切なサービスを受けるための住み替

えなど、介護を受けながら住み続けられる多様な住まいの

普及に取り組みます。 

・ 身体の状態やニーズに対応した住まいが選択できるよう、

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどの住

まいに関する様々な情報を市役所や地域包括支援センタ

ーで提供します。 

・ 立退き等により住宅に困窮している単身高齢者の多様な

ニーズに対応できるよう民間賃貸住宅への住替えに関す

る相談等の支援をします。 

②高齢者の住まいのあり方の検討 

事業名 内  容 

７０． 

高齢者の住まいのあり方

の検討 

・ 地域の実情に合った高齢者の住まいのあり方について、住

宅施策と連携して検討していきます。 
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③住環境の改善支援 

事業名 内  容 

７１． 

住宅改修支援 

・ 地域包括支援センターと連携しながら、自立支援住宅改修

制度を普及・推進することで、住まいのバリアフリー化に

よる住環境の改善を図り、高齢者の在宅生活を支援しま

す。 

 

（７）災害や防犯に対する支援体制の充実 

災害時に避難行動要支援者への支援を的確に行えるよう、「避難行動要支援者名簿」への

登録を進め、自治会・町会等地域を中心とした登録者の安否確認や避難誘導の方法・支援体

制を整備します。 

また、災害時においても継続的に福祉サービスが提供できるよう、介護サービス事業者に

おける事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進するほか、府中市地域防災計画に基づき、市立

小中学校などの一次避難所において避難生活を送ることが困難な避難行動要支援者を受入

れる二次避難所である文化センターにおいて福祉サービスを展開する仕組みを整備すると

ともに、医療・介護サービスなどを必要とする方を受け入れる福祉避難所の確保を進めます。 

また、高齢者が地域で安心して生活を送れるよう、引き続き消費者被害に対する未然防止

の意識啓発に努めます。 

①避難行動要支援者支援体制の整備 

事業名 内  容 

７２． 

避難行動要支援者支援体

制の整備 
 

 

 

 

 

  

 

 

・ 一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、障害のある人等、災

害時に支援の必要な高齢者を把握するため、「避難行動要

支援者名簿」への登録・更新を促進し、災害時に活用でき

るように整備します。 

・ 平常時から高齢者や障害者等と接している地域包括支援

センター、民生委員・児童委員、ケアマネジャー、介護サ

ービス事業者等の福祉関係者や医療機関とも連携を図り、

「避難行動要支援者名簿」登録者の安否確認・避難誘導の

方法や支援体制を整備します。 
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②福祉サービス事業者等との災害時の連携 

事業名 内  容 

７３． 

福祉サービス事業者等と

の災害時の連携 

・ 市立小中学校など一次避難所における避難生活に支障が

ある高齢者や障害者等の被災生活の質の向上を図るため、

二次避難所への福祉サービスを展開する仕組みを整備し

ます。 

・ 医療・介護サービス等を必要とする方を支援する福祉避難

所を確保するため、福祉サービス事業者との災害時におけ

る福祉サービス及び施設利用に関する協定の締結を推進

するとともに、協定を締結した事業者と災害時に連携を図

ることができるよう協議を行います。 

７４． 

介護サービス事業者への

事業継続計画（ＢＣＰ）策

定の促進 

・ 災害時において、福祉サービスに関する情報を提供しなが

ら、福祉サービスの継続的な提供や福祉施設が早期に再開

できるよう、事業者連絡会等の場を活用して、介護サービ

ス事業者における事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進し

ます。 

③消費者被害の対策 

事業名 内  容 

７５． 

消費者被害の防止対策 

・ 消費生活センターと地域包括支援センターや高齢者見守

りネットワーク連絡会が情報を共有し、高齢者の悪質商法

等（振り込め詐欺の被害）の防止及び啓発に取り組みます。 

 

目標４ 介護保険制度の円滑な運営 

市の介護保険サービスは、高齢者人口の増加及び要介護認定者の増加に伴い、給付費の上

昇傾向が続いています。本市においては、これまでも堅調な制度運営を進めてきましたが、

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」などを踏まえ、

今後も、市民の理解と信頼を得られるように努めながら、介護保険制度の円滑な運営を推進

します。 

 

（１）介護保険事業の推進 

制度改正に対応しつつ、市がこれまで推進してきた給付・事業の考え方を大切にしなが

ら、相談体制の充実やサービスの質の向上など適切な介護保険事業を推進します。 
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①介護サービス相談体制の充実 

事業名 内  容 

７６． 

介護サービス相談体制の

充実 

・ 円滑なサービス提供のために、介護サービス事業者対象の

相談・助言を行う体制を強化します。 

・ 東京都の介護保険審査会や国民健康保険団体連合会など

とも連携して対応します。 

・ 利用者からの相談や要望に対応する介護相談員の体制の

推進を始めとし、介護サービス事業者と利用者間の調整を

図ります。 

②低所得者への配慮 

事業名 内  容 

７７． 

介護保険サービス利用料

等の軽減 

・ 低所得者対策としての負担軽減を引き続き実施します。 

・ 社会福祉法人の軽減制度を継続します。 

・ 必要に応じて対象要件や支給割合については見直しを検

討します。 

７８． 

介護保険料の減免 

・ 低所得者対策として継続して実施します。 

７９． 

保険料多段階制の導入 

・ 応能負担に基づく多段階制を維持するとともに、今後も納

付者の負担感に配慮しながら、保険料の基準額と各所得階

層に合わせた保険料段階の設定を検討します。なお、全国

一律で実施されている公費を財源とした低所得者保険料

軽減事業の影響についても留意します。 

③給付の適正化 

事業名 内  容 

８０． 

給付の適正化 

・ 保険者として介護保険の円滑かつ安定的な運営を図るた

め、介護サービスを必要とする人（受給者）を適切に認定

した上で、受給者が真に必要とするサービスを、介護サー

ビス事業者が適正に提供するよう指導・助言します。 

④サービスの質の確保・向上 

事業名 内  容 

８１． 

介護サービス事業者等と

の連携とその支援 

・ 円滑なサービスの提供が行われ、利用者が安心してサービ

スを受けることができるよう、事業者の自主的な運営組織

である居宅介護支援事業者連絡会を始めとした介護サー

ビス事業者との連携を強化します。 

・ ケアマネジャーへ情報をきめ細かく提供し、利用者の希望

を的確にケアプランに反映できるようにします。 

・ 介護サービス事業者が質の向上を目指し、自主的に行う研

修・連携等の活動に対して助言・支援します。 
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事業名 内  容 

８２． 

専門者研修の実施 

・ ケアマネジャーの全体の質の向上と、ケアプランに基づい

た介護サービスの質的向上及び適切な実施を図るため、ケ

アプランに関する研修を充実します。 

・ ケアマネジャーに身近な主任ケアマネジャーを講師等とし

て活用し、ケアマネジャー全体のレベルアップを図ります。 

８３． 

働く環境の改善 

・ 介護労働職場の労働負荷の軽減やキャリアアップ、メンタ

ルヘルス対策、福利厚生など、小規模な事業者を始めとし

た十分な対応が取れない部分へ支援します。 

・ 従事者や管理者等へ、認知症ケアなど専門的知識や技術の

向上を目的とした研修を実施し、人材の育成や定着促進を

図ります。 

８４． 

多様な人材の確保 

・ 地域住民や離職者・求職者など、新たな福祉人材の確保に

努めます。 

・ ボランティア登録制度等を活用し、多様な世代・活動者へ

の持続的な活動支援を行う仕組みづくりを推進します。 

・ 福祉施設で働くために必要な資格の取得を支援します。 

⑤介護基盤の整備 

事業名 内  容 

８５． 

居住系サービスの基盤整

備充実 

・ 介護専用型特定施設（有料老人ホーム）の適切な整備を推

進します。 

・ 混合型特定施設（有料老人ホーム）の整備は広域的観点か

ら必要性を検討します。 

８６． 

施設サービスの基盤整備

充実 

・ 老々介護が増加する中で、施設ニーズに応えるため、柔軟

かつ多様な手法により施設整備を推進します。 

・ 特別養護老人ホームの整備は、可能な側面支援を検討します。 

・ 老人保健施設の整備は広域的観点から必要性を検討します。 

・ 公設の特別養護老人ホームは、公共施設マネジメント推進

プランに基づく取組を進めていきます。 

８７． 

地域密着型サービスの基

盤整備充実 

・ 認知症高齢者を対象とした通所介護の充実に努めます。 

・ グループホームの整備を促進します。 

・ 施設への「通い」を中心として、利用者の状態や希望に応

じた「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを提供

する小規模多機能型居宅介護の充実に努めます。 

・ 入所定員２９人以下の特別養護老人ホームの整備を推進

します。 

・ ２４時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供

する事業者を適切に誘導します。 

・ 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた看護

小規模多機能型居宅介護を提供する事業者を適切に誘導

します。 
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⑥介護保険特別給付の検討 

事業名 内  容 

８８． 

介護保険特別給付の検討 

・ 在宅介護を支援するため実施している日常生活用品（おむ

つ）の助成や、日常生活用具の貸与・給付、寝具乾燥サー

ビスについて、給付状況を見ながら引き続き介護保険特別

給付としての取組を検討します。 

 

（２）情報の提供体制の充実 

市民が介護保険制度や高齢者福祉サービスを正しく理解し、サービスの適切な選択・利用

につながるよう、制度やサービスの分かりやすい情報を提供します。その際、市の広報誌や

ホームページ、パンフレットなど様々な媒体を使って、情報提供を行いつつ、申請手続など

を容易にするような取組を推進します。 

①情報の収集と提供体制の整備 

事業名 内  容 

８９． 

多様な媒体を使った分か

りやすい情報の提供 

・ 市の広報やホームページの活用、高齢者に対する福祉サー

ビスのパンフレットやガイドブックを発行するなど分か

りやすい情報の提供に心掛け、制度やサービスの内容の周

知に努めます。 

・ 申請書などのダウンロードサービスの充実を図ります。 

・ 高齢者に分かりやすい新しい情報提供手段の検討を行う

など、様々な媒体、方法による情報提供を進めます。 

・ 介護保険制度の理解を一層広げるため、説明会や相談会を

継続して行います。 

 

②利用しやすいサービス情報の提供 

事業名 内  容 

９０． 

福祉サービス第三者評価

制度の普及・促進 

・ 評価機関が介護サービス事業者のサービス内容などを評

価し公表する福祉サービス第三者評価制度の受審を奨励

し、サービスの質の確保に努めるとともに、利用者がサー

ビスの選択をする際に目安となるよう情報を提供します。 
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第７章 介護保険事業計画 

 

１ 介護保険制度に関する国の動きと市の考え方 

介護保険制度は、平成２９年には、その創設から１７年が経ち、サービス利用者は制度創

設時の三倍を超えて５００万人に達しており、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、

介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきています。 

その一方、平成３７（２０２５）年には、いわゆる団塊世代全てが７５歳以上となるほか、

平成５２（２０４０）年には、いわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上になるなど、人口の

高齢化は、今後、更に進展することが見込まれており、都市部では７５歳以上人口は、急速

に増加するなど、一部の地域においては、より急激な高齢化も現れています。 

こうした中、国は介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣

れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくために、平

成２９年に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」を

定めました。そこでは、地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険制度の持続可能性

の確保を掲げ、平成３７（２０２５）年に向けた計画的な介護保険の運営体制の確保及び地

域支援事業の実施を目指すこととしています。 

本市では、こうした国の動きを受け、保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に

向けた取組を推進することや、制度改正の内容に適切に対応しながら、市民や関係者への周

知・啓発に努め、制度への理解・協力を図っていくことで、地域包括ケアシステムの深化・

推進と介護保険制度の持続可能性の確保を目指し、サービスを必要とする方に必要なサービ

スが提供される体制づくりを今後も進めてまいります。 

 

 

２ 新たな介護保険制度等（制度改正）の概要 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

①保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 

高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援す

ることや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止といった介

護保険制度の理念を踏まえ、各市町村において地域の実情に応じた具体的な取組を進める

ことが求められています。 

高齢者の自立支援や重度化防止の取組を推進するためには、ＰＤＣＡサイクルを活用し

て市町村の保険者機能及び都道府県の保険者支援の機能を強化していくことが重要であ

り、改正法では次のとおり、必要となる仕組みを創設することとしています。 

○介護保険事業計画の策定に当たり、国から提供されたデータ分析の実施 

○介護保険事業計画に自立支援・重度化防止等の取組内容及び目標を記載 

○都道府県による市町村支援の規定の整備 
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○介護保険事業計画に位置付けられた目標の達成状況についての評価、公表及び報告 

○財政的インセンティブ付与の規定の整備 

 

■保険者機能強化のための仕組み 

 

出典：厚生労働省 

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント」 

 

②介護医療院の創設 

今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管

理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備

えた新たな介護保険施設として「介護医療院」が創設されます。介護医療院は、医療と介

護の一体的な提供となるため、介護保険法では介護保険施設として位置付けられています

が、医療提供施設として医療法にも位置付けられています。また、介護医療院は、廃止期

限が平成３５（２０２３）年度末まで６年延長された介護療養型医療施設の廃止の受け皿

としての機能も有しています。 

 

■介護医療院に関するスケジュール 

 

出典：厚生労働省社会保障審議会（介護給付費分科会）資料 

 

 

データに

基づく

地域課題

の分析 取組内容・

目標の計画

への記載

国による

分析支援

保険者機能の発揮・向上（取組内容）

・ リハビリ職等と連携して効果的な介護予

防を実施

・ 保険者が、多職種が参加する地域ケア

会議を活用しケアマネジメントを支援

等

都道府県が研修等を通じて市町村を支援

適切な指標に

よる実績評価

・ 要介護状態

の維持・改善

度合い

・ 地域ケア会

議の開催状況

等

インセンティブ

・ 結果の公表

・ 財政的インセ

ンティブ付与

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年～

第6期介護保険事業計画 第7期介護保険事業計画（平成30年4月から3年間）

必要な法整備

介護保険事業

計画基本指針

介護給付費

分科会

介護療養型

医療施設

Ｈ30.3末 経過期間（6年間）

介護医療院

Ｈ30.4

順次転換

※例えば、面積の拡大は大規模改修まで猶予するなど、所要の経過措置を設ける。

介護保険事業

（支援）計画策定

新施設の人員配置、

施設基準、報酬など

が具体的に決定。
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③地域共生型社会の実現に向けた共生型サービスの創出 

地域共生社会とは、高齢者や障害者に限らず、地域のあらゆる住民が役割を持ち、とも

に支え合いながら、自分らしく暮らすことのできる地域社会のことを指します。 

今回の制度改正では、「共生型サービス」が新たに位置付けられます。これは、今まで

は障害福祉サービスと介護保険サービスを提供するには、各制度上の基準を満たし、それ

ぞれの法に基づき指定を受ける必要がありましたが、どちらかの基準を満たしサービス提

供を行っていれば、他の法による指定を受けやすくするというものです。 

 

■共生型サービス 

 

出典：厚生労働省 

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント」 

 

 

④地域包括支援センターの機能強化 

地域包括ケアシステムの推進には、地域包括支援センターの強化が欠かせません。その

ため、今回の制度改正により、国が定める評価指標に基づき、地域包括支援センターが、

業務の自己評価を行うことで、自ら質の向上を図ることが義務付けられました。同時に市

町村にも地域包括支援センターの評価が義務付けられ、評価結果に応じた適切な人員体制

を確保することが求められています。 

 

⑤居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与強化 

市町村は都道府県が行う居宅サービス等への指定について、介護保険事業計画との整合

性を図る見地からの意見を申し出ることができるようになりました。都道府県は、その意

見を勘案した上で、指定に当たり、必要な条件を付すことができます。また、小規模多機

能型居宅介護等の普及を図るため、地域密着型通所介護が、介護保険事業計画の日常生活

圏域における見込量に達している場合等に、事業者指定を拒否できるようになりました。 

また、居宅介護支援事業所の指定権限については、平成３０年４月から都道府県から市

町村に移行となり、これまで以上に市町村とケアマネジャーの関係が密接になります。 

 

 

障害児者 高齢者現行

障害福祉サービス

事業所等
介護保険事業所

サービスを提供する場合、

それぞれ指定基準を

満たす必要がある

障害児者 高齢者

障害福祉サービス事業所等

＋

介護保険事業所

※対象サービスは、

①ホームヘルプサービス、

②デイサービス、

③ショートステイ等を想定

障害福祉サービス事業

所等であれば、介護保険

事業所の指定も受けや

すくする特例を設ける。

※逆も同じ
共生型サービス事業所

新
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⑥認知症施策の推進 

認知症施策をより一層推進させるため、国の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラ

ン）」の基本的考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）が介護保険制度に位置付

けられ、より一層認知症施策に取り組むことが求められています。 

■介護保険法に位置付けられた内容 

・認知症への理解を深めるための知識の普及や啓発 

・認知症の人の介護者への支援の推進 

・認知症の人及びその家族の意向の尊重 

 

⑦有料老人ホームの入居者保護のための施策強化 

有料老人ホームについては、都道府県等による悪質な事業者への事業停止命令の新設な

ど、指導監督の仕組みが強化されるとともに、入居者保護のために前払金保全措置の義務

対象が拡大されました。なお、事業停止命令や倒産等の際には、入居者の心身の健康保持

や生活安定を図るために必要があるときは、都道府県等は入居者がサービスを引き続き受

けるために必要な援助を行うこととなりました。 

また、入居者が希望する有料老人ホームを選択できるよう、事業者には必要な情報（施

設概要、利用料金、サービス内容等）を都道府県等に報告することを義務付けるとともに、

都道府県等はその情報を公表することが義務付けられました。 

 

⑧介護保険適用除外施設における住所地特例の見直し 

介護保険制度では、被保険者が他市町村の施設に入所・入居して施設所在地に住所を変

更した場合、元の住所地の市町村の介護保険被保険者となるなど、住所地特例の規定があ

ります。 

また、障害福祉制度等にかかる介護保険適用除外施設の入所者は、介護保険の被保険者

とはなりません。 

今回の改正では、適用除外施設の所在する市町村の財政負担が過度に重くならないよう、

適用除外施設入所前の市町村が保険者となるよう見直されました。 

 

（２）介護保険制度の持続可能性の確保 

①介護保険負担割合の見直し 

介護保険制度開始時は、全ての人が原則１割の負担でしたが、平成２７年８月に「一定

所得の第１号被保険者」の負担が２割になりました。そして今回の制度改正に伴い、平成

３０年８月から、２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合が３割になります。なお、

全国の介護保険受給者の中で約１２万人（約３％）が３割負担になると見込まれています。 
 

■平成３０年８月以降の利用者負担割合（基準額は予定） 

 負担割合 

年⾦収⼊等 340 万円以上 2 割 ⇒ 3 割 

年⾦収⼊等 280 万円以上 2 割 

年⾦収⼊等 280 万円未満 1 割 
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②第２号被保険者の保険料について総報酬割を導入 

平成２９年８月から、第２号被保険者の保険料について、被保険者数に応じて納付金を

負担する「加入者割」が、報酬額に比例して負担する仕組み「総報酬割」に段階的に変わ

りました（段階的に実施）。 

 

３ 自立支援・重度化防止に向けた取組 

今回の制度改正では、介護保険の基本理念である高齢者の自立支援・重度化防止に向けて

継続的に取り組む仕組みを、市町村介護保険事業計画に位置付けることとされました。 

そのため本市では、次の４つの施策を、自立支援・重度化防止に資する施策（自立支援等

施策）として定め、取り組んでいきます。また、目標値（指標）を設定するとともに、毎年

その達成状況についての評価・公表を行います。 

 

（１）市が目指すべき方向性についての考え方の共有 

自立支援・重度化防止に資する施策を市全体として推進していくため、市民、ケアマネジ

ャー、地域包括支援センター、介護サービス事業者等に対し、介護保険の理念や市の考えを

周知し、介護予防や重度化防止に関する啓発普及、研修・説明会・勉強会等を実施すること

により、市が目指すべき方向性についての考え方を共有します。 

 

事業名 

・６２．地域包括支援センターの機能の充実 

・８１．介護サービス事業者等との連携とその支援 

・８２．専門者研修の実施 

・８９．多様な媒体を使った分かりやすい情報の提供 

 

【評価指標】 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 

目標値 

（平成 32 年度） 

介護事業者向け研

修会の参加者数

（人） 

介護サービス提供事業者の適切

な業務運営に資するための研修

会の参加者数です。 

155 人 200 人 

ケアマネジャーの

資質向上に向けた

研修会の参加者数 

（人） 

 

ケアマネジャーの全体の質の向

上と、ケアプランに基づいた介

護サービスの質的向上及び適切

な実践を図るための研修会の参

加者数です。 

427 人 500 人 

介護保険の軽度認

定者が重度化する

割合（％） 

 

（第５章 重点的

取組からの再掲） 

介護認定の更新申請の結果、前

回の介護度よりも重度化してい

る人の割合です。介護予防への

取組により、減少を目指しま

す。 

34.7％ 27.0％ 
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（２）住民主体の通いの場等の創出、担い手の養成 

高齢者が地域社会において自立した生活を営むためには、生きがいを持って日常生活を過

ごすことが重要です。そのため、高齢者が培ったこれまでの知識や経験、技術の発揮や趣味

や特技等を通じた地域社会での交流など、社会参加・地域貢献できる場を提供します。また、

身近な場所で継続的に取り組めるよう、住民主体の取組を支援し、地域の担い手を養成し、

地域づくりへとつなげます。 

 

事業名 

・３．自主グループへの支援 

・６．地域支え合いのための情報提供・人材育成及び居場所づくりの支援 

・１０．自主的な健康づくりへの支援 

・２２．地域の自主グループへの支援 

・２５．介護予防推進事業 

 

【評価指標】（第５章 重点的取組からの再掲） 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 
目標値 

地域交流体操等の

参加者数（人） 

地域住民が主体的に運営する

地域交流体操等への延べ参加

者数です。 

― 
18,000 人 

（平成 32 年度） 

介護予防について

「意識して取り組

んでいる」と答え

た市民の割合

（％） 

計画策定時のアンケートにお

いて把握する介護予防に取り

組む市民の割合です。 35.4％ 
40.0％ 

（平成 31 年度） 

 

（３）多職種が連携した地域ケア会議の定期的な開催 

医療や福祉などの多職種を交え、「個別課題の解決」「地域包括支援ネットワークの構築」

「地域課題の発見」「地域づくり、資源開発」「政策の形成」の５つの機能を有する地域ケ

ア会議を定期的に開催することにより、担当地区ケア会議、地域包括支援センターごとの地

域ケア会議と市全体の地域ケア会議の重層的な仕組みを有効活用し、地域に共通する課題や

有効な支援策を明らかにすることで、自立支援・重度化の防止に向けて取り組みます。 

 

事業名 

・６３．担当地区ケア会議の開催 

・６４．地域ケア会議の開催 
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【評価指標】（第５章 重点的取組からの再掲） 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 

目標値 

（平成 32 年度） 

地域ケア会議（市

全体）の開催回数

（回） 

全市的な視点から、地域にお

ける高齢者問題の把握と情報

共有、問題解決を図る会議の

開催回数です。 

― 2 回開催／年 

 

（４）生活支援コーディネーターや協議体による地域資源の効果的な活用 

高齢者の社会参加が生きがい、さらには自立支援・重度化防止につながるという観点から、

生活支援コーディネーターや協議体による地域における課題や資源の把握を進めるとともに、

高齢者が担い手としての活動する場の確保、活動主体等のネットワークの構築、支援を必要

とする高齢者のニーズと地域資源のマッチングに取り組みます。 

 

事業名 

・７．生活支援事業の推進 

・６５．生活支援体制の整備 

 

【評価指標】（第５章 重点的取組からの再掲） 

指標名（単位） 指標の説明 
現状値 

（平成 28 年度） 

目標値 

（平成 32 年度） 

わがまち支えあい

協議会（準備委員

会を含む）の開催

回数 （回） 

住民主体で地域課題を把握

し、新たな社会資源の開発に

ついて話し合う協議会の開催

回数です。 

1 協議会につき

12 回開催／年 

（2 協議会で開催） 

1 協議会につき 

12 回開催／年 

（11 協議会で開催） 

 



 

- 79 - 

 

４ 介護給付・予防給付等の見込み 

 

本計画では、以下のとおり保険料基準額を設定するため、介護給付・予防給付のサービ

ス量や地域支援事業の事業規模の見込みを行います。 

 

 

府中市の推計人口に基づき、平成３０～３２（２０２０）年度の被保険者数を推計する。なお、参考と

して平成３７（２０２５）年度の被保険者数も推計する。 

 

 

平成２７～２９年度の被保険者数に対する要介護認定者数に基づき、１で推計した被保険者数を用い

て平成３０～３２（２０２０）年度及び平成３７（２０２５）年度の要介護認定者数を推計する（第２

号被保険者含む。）。 

 

 

平成２７～２９年度の給付実績を分析・評価し、平成３０～３２（２０２０）年度の見込量を推計する。

あわせて平成３７（２０２５）年度のサービス水準についても示す。 

 

 

平成２７～２９年度の給付実績を分析・評価し、平成３０～３２（２０２０）年度の見込量を推計する。

あわせて平成３７（２０２５）年度のサービス水準についても示す。 

 

 

サービス量の分析及び新たなサービスの見込みを基に、認知症の有無、自立度及び医療ニーズの状況も

勘案しながら、３年間（平成３０～３２（２０２０）年度）の必要給付費を推計する。また、補足給付

費や高額介護サービス費等の推計も行い、給付費に加える。 

さらに、地域支援事業についても、事業規模を見込んだ上で事業費の推計を行う。 

あわせて平成３７（２０２５）年度のサービス水準についても示す。 

※ 補足給付費とは、低所得者の施設入所に係る費用負担を軽減するための給付 

 

 

平成３０～３２（２０２０）年度の保険給付費推計、保険料段階別の被保険者数の推計及び国が示す

保険料算定に必要な係数を基に、介護保険料基準額を設定する。 

 

  

１ 被保険者数の推計 

 

２ 要介護（要支援）認定者数の推計 

 

３ 施設・居住系サービス量の見込み 

 

４ 居宅サービス量の見込み 

５ 保険給付費・地域支援事業費の推計 

６ 保険料基準額の設定 
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（１）被保険者数及び要介護（要支援）認定者数の推計 

高齢化の進展に伴い、第１号被保険者数も増加し、平成３２（２０２０）年度には 

５６，９２９人になると見込まれます。また、要介護（要支援）認定者数は、平成３７

（２０２５）年度には１３，３２６人と、高齢者のおおよそ４人に１人が介護を必要とす

る見込みです。 

 

■被保険者数の実績及び推計値 

 

（注）平成２９年度までは実績であり、平成３０年度以降は見込みである（９月末時点）。 

 

■要介護（要支援）認定者数（第２号被保険者数を含む）の実績及び推計値 

 

（注）平成２９年度までは実績であり、平成３０年度以降は見込みである（９月末時点）。  

53,490 54,617 55,587 56,211 56,564 56,929 58,681 

88,930 89,956 90,804 91,913 93,025 93,920 96,335 
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（２）介護保険サービスの見込量 

第６期計画期間におけるサービスの利用状況や給付費をもとに、新たな施設整備も踏ま

え、平成３２（２０２０）年度までのサービス種別ごとの利用量と給付費を推計したところ

増加傾向となりました。この伸びが今後も続くならば、平成３７（２０２５）年度には、総

給付費は約１９４億円となる見込みです。 

 

■第７期計画期間におけるサービス見込量 

 

  

①介護予防サービス見込量
単位：各項目の（ ）内

平成30年度 平成31年度 平成32年度

介護予防サービス
給付費（千円）
人数（人）
給付費（千円） 632 738 738
回数（回） 6.0 7.0 7.0
人数（人） 1 1 1
給付費（千円） 35,707 40,731 44,391
回数（回） 804.0 916.8 999.2
人数（人） 105 120 131
給付費（千円） 3,434 3,761 4,572
回数（回） 91.0 100.5 122.0
人数（人） 7 8 9
給付費（千円） 13,631 15,872 17,964
人数（人） 91 106 120
給付費（千円）
人数（人）
給付費（千円） 47,561 49,065 49,803
人数（人） 120 123 124
給付費（千円） 8,910 9,670 10,443
日数（日） 111.5 120.9 130.5
人数（人） 16 17 18
給付費（千円） 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0
給付費（千円） 26,861 28,208 29,177
人数（人） 408 428 443
給付費（千円） 4,387 4,387 4,859
人数（人） 18 18 20

介護予防住宅改修 給付費（千円） 20,918 20,918 22,055
人数（人） 18 18 19
給付費（千円） 31,770 34,213 36,642
人数（人） 40 43 46

地域密着型介護予防サービス
給付費（千円） 0 0 0
回数（回） 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0
給付費（千円） 1,736 1,736 1,736
人数（人） 2 2 2
給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0

介護予防支援 給付費（千円） 33,584 34,426 35,844
人数（人） 569 583 607

合計 給付費（千円） 229,131 243,725 258,224

※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

区　分

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防短期入所療養介護（病院等）

介護予防福祉用具貸与
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②介護サービス見込量
単位：各項目の（ ）内

平成30年度 平成31年度 平成32年度

（１）居宅サービス
給付費（千円） 1,459,935 1,504,182 1,561,013
回数（回） 38,868.3 40,061.0 41,555.4
人数（人） 1,821 1,875 1,925
給付費（千円） 133,632 137,327 148,847
回数（回） 870.5 894.1 969.0
人数（人） 179 185 202
給付費（千円） 578,427 618,522 669,805
回数（回） 10,756.7 11,512.1 12,481.4
人数（人） 1,072 1,141 1,233
給付費（千円） 36,832 41,917 47,466
回数（回） 982.4 1,117.3 1,265.2
人数（人） 70 79 89
給付費（千円） 324,704 357,286 390,032
人数（人） 1,868 2,053 2,240
給付費（千円） 1,580,343 1,648,047 1,735,240
回数（回） 17,823.7 18,524.4 19,358.5
人数（人） 2,024 2,092 2,170
給付費（千円） 588,185 607,368 625,781
回数（回） 5,247.5 5,381.0 5,505.6
人数（人） 698 720 750
給付費（千円） 372,463 373,989 387,012
日数（日） 3,523.9 3,525.2 3,632.8
人数（人） 468 476 494
給付費（千円） 129,564 130,820 134,346
日数（日） 921.4 922.2 938.1
人数（人） 137 138 140
給付費（千円） 1,219 1,219 1,219
日数（日） 6.5 6.5 6.5
人数（人） 1 1 1
給付費（千円） 502,510 522,602 554,769
人数（人） 2,854 2,953 3,105
給付費（千円） 20,329 21,805 23,813
人数（人） 66 71 77
給付費（千円） 36,864 38,993 40,914
人数（人） 36 38 40
給付費（千円） 1,853,890 1,967,871 2,081,021
人数（人） 770 817 864

（２）地域密着型サービス
給付費（千円） 11,386 14,683 16,023
人数（人） 5 7 8
給付費（千円） 12,464 13,353 14,574
人数（人） 54 58 63
給付費（千円） 170,098 179,743 199,383
回数（回） 1,269.5 1,342.9 1,491.1
人数（人） 119 124 137
給付費（千円） 227,679 241,197 241,197
人数（人） 90 95 95
給付費（千円） 623,415 709,866 738,600
人数（人） 194 221 230
給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0
給付費（千円） 148,908 148,975 148,975
人数（人） 48 48 48
給付費（千円） 0 79,216 116,363
人数（人） 0 25 37
給付費（千円） 504,433 535,470 573,543
回数（回） 5,204.1 5,494.6 5,832.6
人数（人） 562 591 621

（３）施設サービス
給付費（千円） 2,329,207 2,548,815 2,581,976
人数（人） 775 847 858
給付費（千円） 1,521,042 1,571,077 1,621,051
人数（人） 461 476 491

介護医療院 給付費（千円） 64,207 128,617 188,843
(平成37年度は介護療養型医療施設を含む） 人数（人） 15 30 44

給付費（千円） 312,512 248,242 188,016
人数（人） 73 58 44

（４）居宅介護支援 給付費（千円） 806,846 831,140 873,349
人数（人） 4,532 4,654 4,869

合計 給付費（千円） 14,351,094 15,222,342 15,903,171

※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

地域密着型特定施設入居者生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

区　分

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

短期入所生活介護

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション
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（３）施設等の整備見込み 

①特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

特別養護老人ホームは、様々なサービスを利用しても在宅生活を継続することが困難

な高齢者のための施設です。第７期計画においては、既存施設のベッド数の増床及び第

６期計画から整備を進めている施設の平成３１（２０１９）年度の開設を目指します。 

また、特別養護老人ホームへの入所希望者の状況や市民ニーズ等を踏まえ、新たに平

成３２（２０２０）年度以降の開設を目指して整備を進めます。なお、整備を進めるに

当たっては、入所定員が２９名以下の地域密着型特別養護老人ホームの併設等について

も視野に入れて検討します。 

 

②介護老人保健施設 

介護老人保健施設は、病院での治療が終了し状態が安定している人が在宅復帰できる

よう、リハビリテーションを中心としたケアを行うための施設です。現在、市内に４か

所あり、安定的なサービス提供がされていますが、リハビリテーションなどのケアが必

要な高齢者の増加が予想されるため、引き続き広域的な観点から整備することについて

検討します。 

 

③介護医療院 

 介護医療院は、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、

「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設として、平成３０年度から創

設される施設です。今後の社会情勢や市民ニーズを踏まえ、整備することについて検討し

ます。 

 

④介護付有料老人ホーム等（特定施設入居者生活介護） 

介護付有料老人ホーム等は、東京都が定める圏域内（北多摩南部圏域）の整備目標量

を基本に、居宅サービスの特定施設入居者生活介護の給付実績の推移を見ながら整備を

進めます。 

  

③総給付費見込額
（単位：千円）

平成30年度 平成31年度 平成32年度

総給付費（Ⅰ）
介護予防サービス（①の表の合計） 229,131 243,725 258,224
介護サービス　　（②の表の合計） 14,351,094 15,222,342 15,903,171
小計 14,580,225 15,466,067 16,161,395

一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額（Ⅱ） △ 14,787 △ 23,453 △ 24,828

合計（一定以上所得者負担調整後の総給付費）　＝（Ⅰ）＋（Ⅱ） 14,565,438 15,442,614 16,136,567

区　分
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⑤地域密着型特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護） 

 地域密着型特別養護老人ホームは、入所定員が２９名以下の特別養護老人ホームで、地

域でのサテライト施設としての役割が期待されます。第７期計画においては、特別養護老人

ホームへの入所希望者の状況を踏まえ、入所定員が３０名以上の特別養護老人ホームの開設

を優先とし、地域密着型特別養護老人ホームの整備については、引き続き検討を進めます。 

 

⑥グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

グル―プホームは、日常生活圏域ごとの計画的整備が求められており、認知症高齢者

を地域で支える重要な拠点となります。第７期計画においては、整備率が低い圏域を対

象として、新たに平成３１（２０１９）年度の開設（２ユニット定員１８名）を目指し

ます。 

 

⑦看護小規模多機能型居宅介護事業所（看護小規模多機能型居宅介護） 

看護小規模多機能型居宅介護事業所は、訪問介護に加えて通所介護や短期入所生活介

護などの介護サービスを複合的に提供するものです。今後の訪問看護の需要の高まりを

見込んで、看護小規模多機能型居宅介護サービスを提供する事業者を誘導し、平成３１

（２０１９）年度以降の開設を目指します。 

 

■第７期計画期間における施設等整備見込み 

 

 

  

第6期末 平成30年度 平成31年度 平成32年度

居宅サービス

介護付有料老人ホーム等 事業所数（か所） 14 15 15 15

（特定施設入居者生活介護） 定員（人） 860 902 902 902

地域密着型サービス

グループホーム 事業所数（か所） 11 11 12 12

（認知症対応型共同生活介護） 定員（人） 198 198 216 216

地域密着型特別養護老人ホーム 施設数（か所） 2 2 2 2

（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護） 定員（人） 45 45 45 45

看護小規模多機能型居宅介護事業所 事業所数（か所） 0 0 1 2

（看護小規模多機能型居宅介護） 定員（人） 0 0 25 37

介護保険施設サービス

特別養護老人ホーム 施設数（か所） 8 8 9※ 10

（介護老人福祉施設） 定員（人） 598 607 676 756

介護老人保健施設 施設数（か所） 4 4 4 4

定員（人） 480 480 480 480

（注）数字は市内全体の総数を表示しています。
※平成３１（２０１９）年度の特別養護老人ホームの増加分（１施設、定員６９人）は、第６期計画から整備
を進めているものとなります。

　  区　分
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（４）３年間の標準給付費見込額 

「（２）介護保険サービスの見込量」で示した「③総給付費見込額」に、特定施設入所

者介護サービス費等給付額や高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等

給付額及び算定対象審査支払手数料を加算した標準給付費の、平成３０年度から平成３２

（２０２０）年度までの３年間の合計は、約４８６億円になる見込みです。また、平成３７

（２０２５）年度の標準給付費は約２０５億円を見込んでいます。 
 

■第７期計画期間における標準給付費見込額 

 
 

（５）地域支援事業費見込額 

地域支援事業費については、平成３０年度から平成３２（２０２０）年度までの３年間

で約２７億円を見込んでいます。また、平成３７（２０２５）年度の地域支援事業費は約 

１０億円を見込んでいます。 
 

■第７期計画期間における地域支援事業費見込額 

 

（単位：千円）

区　分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計

総給付費 14,565,438 15,442,614 16,136,567 46,144,619

特定入所者介護サービス費
等給付額

363,152 379,512 395,871 1,138,535

高額介護サービス費等給付
額

343,816 400,696 423,453 1,167,965

高額医療合算介護サービス
費等給付額

48,621 52,391 56,163 157,175

算定対象審査支払手数料 17,358 18,150 18,942 54,450

合計
 15,338,385 16,293,363 17,030,996 48,662,744

（単位：千円）

平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計

訪問型サービス 114,534 121,050 122,658 358,242

通所型サービス 211,676 223,814 226,721 662,211

介護予防ケアマネジメント 40,432 42,750 43,311 126,493

介護予防普及啓発事業費 172,329 172,329 189,000 533,658

地域リハビリテーション活動支援
事業費

1,536 1,536 1,536 4,608

その他総合事業関係諸費 6,778 7,056 7,056 20,890

小計 547,285 568,535 590,282 1,706,102

地域包括支援センター運営費 264,680 269,480 276,080 810,240

生活支援体制整備事業費 16,000 20,000 20,000 56,000

認知症総合支援事業費 5,910 7,300 8,230 21,440

在宅医療・介護連携推進事業費 38,900 40,000 41,000 119,900

小計 325,490 336,780 345,310 1,007,580

872,775 905,315 935,592 2,713,682

区　分

介護予防・日常生活支援総合事業

包括的支援事業・任意事業

合計
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（６）市町村特別給付費 

市町村特別給付は、保険者が独自に定めることができる保険給付であり、独自サービス

等として、要介護（要支援）認定者に対して提供されるサービスです。 

この市町村特別給付について、本市では、これまでの介護保険事業計画の策定において

も検討してきたところですが、特別給付を導入した場合、第１号被保険者の負担が増加する

ことや、高齢化の進展に伴い、給付費の増加が今後も見込まれる状況のため、本計画におい

ても市町村特別給付費は見込まないこととします。 
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５ サービス見込量と質を確保するための方策 

介護保険制度の安定的な運営のために、本市では次の取組を進めることにより、必要なサ

ービス見込量と質を確保していきます。 

 

（１）生活支援体制の充実（協議体の設置） 

生活支援コーディネーターが中心となり、地域包括支援センター等との連携を図りながら、

地域における既存の社会資源や、今後新たに創出される介護予防・生活支援サービスを活用

し、安全安心な在宅生活を継続できるよう生活支援体制を整備します。 

また、生活支援体制整備に向けて設置した「協議体」や生活支援コーディネーターを中

心に、ＮＰＯ、ボランティア、地縁組織、社会福祉法人、シルバー人材センター等との協

働により、生活支援サービスの開発・ネットワーク化を進めていきます。 

 

（２）医療・介護の連携を進める体制整備 

本市が進めてきた「府中市在宅医療・介護連携会議」等の体制を基礎として、在宅医

療・介護関係者との連携、医療連携のための人材育成、福祉・介護と医療の情報の共有等

をより充実させていきます。 

推進に当たっては、医師会や歯科医師会、薬剤師会その他の関係団体と協働し、医療的

ケアが必要になった場合でも、在宅で安心して生活が続けられるよう、要介護高齢者や家

族等を支援できる体制づくりを充実させていきます。 

 

（３）福祉・介護人材の確保・支援 

質の高い介護のためには専門性の高い人材の確保が不可欠ですが、介護職員の定着率が

低いことに加え、介護職を志す若い世代等も減っていることなどから、長期にわたる担い

手不足が懸念されています。 

本市においても、今後、国等が講じる対策に加えて、介護職を志す方や、スキルアップを

目指す方の支援、専門性を持った人材の定着確保などに向けた支援を展開していきます。 

 

（４）事業者参入の促進策 

今後は介護基盤を充実させていくための事業者参入の促進策を検討し、柔軟な整備計画

を検討します。特に、認知症ケアについては、介護基盤の整備に当たって重要なポイント

となることから、引き続き居宅・施設、地域密着型サービスの充実を進めるとともに、専

門研修修了者（認知症介護実践リーダー、認知症ケア専門士等）のネットワークを進め、

専門性の高い事業者や職員の育成を支援します。 
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（５）多様な主体の支え合いと連携 

高齢者自身や介護の経験者、NPO・ボランティア団体、事業者等、多様な主体が地域で

支え合う仕組みをつくり、一人ひとりの状況に合った介護のあり方を考え、実践していく

まちづくりを展開します。 

あわせて入所施設等に介護相談員を定期的に派遣し、利用者からの相談や要望を受け、

その内容を市と事業者に伝えます。市、事業者と利用者間の調整を行い、サービスの質の

向上を図ります。 

 

（６）広域な連携、東京都への提言等 

これまでも本市単独で困難な展開については、市長会において提言を行ってきました。

今後も引き続き、本市の立場を明らかにしながら提言していきます。 

また、在宅医療と介護の連携や認知症施策の推進、事業者参入の促進策など、必要に応

じて近隣市等とも広域的な連携を図っていきます。 

 

（７）保険者機能の強化 

介護保険制度の円滑な運営のためには、制度改正の内容を的確に市民や介護サービス事

業者に提供し、理解を深めることが重要です。そのために、市民や事業者への情報提供を

一層充実し、制度改正への迅速な対応を行います。 

また、介護認定審査会での審査が公正に行われるよう、認定調査員研修の実施や審査会

委員連絡会の開催などにより認定審査の質を高め、要介護（要支援）認定の平準化に努め

ます。 

さらに、介護サービスの適正な提供や利用者の自立支援、尊厳保持のためには、介護サ

ービスの質の確保と介護報酬請求等の適正化を図ることが大切です。そのために、直接事

業所に赴いて「実地指導」を行うなど、介護サービス事業者の育成支援と指導監督体制を

強化します。 

また、第７期計画期間における給付適正化についての取組では、実施内容や目標等を設

定し、給付の適正化事業を進めます。 

これらの取り組みの推進に必要な保険者機能強化のための事業概要は次のとおりです。 

 

①要介護認定の適正化 

要介護認定の区分変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容について、市職員等が訪

問又は書面等の審査を通じて点検することにより、適切かつ公平な要介護認定の確保を

図ります。 

 

②ケアプランの点検 

ケアマネジャーが作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画等の記載内容

について、事業者に資料提出を求め又は訪問調査を行い、市職員等の第三者がケアマネ

ジャーとともに確認検証を行うことにより、個々の受給者が真に必要とするサービスを

確保するとともに、その状態に適合していないサービスの提供内容を改善します。 
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③住宅改修等の点検 

住宅改修を行う利用者の訪問調査を行い、適切な改修工事が行われているか実態を把握

するとともに、関係者への制度周知・啓発に努め、効果的で効率的な住宅改修が行なえ

るように支援していきます。また、福祉用具の適切な利用についても普及・促進に努め

ていきます。 

 

④縦覧点検・医療情報との突合 

受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細書内容）を確認し、提供

されたサービスの整合性等の点検を行い、サービス提供事業者の請求内容の誤り等を是

正します。また、受給者の医療保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、サービ

スの整合性の点検を行い、医療と介護の重複請求の誤り等を是正します。 

 

⑤介護給付費通知 

市から受給者に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等について通

知することにより、受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と提供について周

知・啓発をしていきます。 

 

⑥給付実績の活用 

東京都国民健康保険団体連合会における審査支払の結果から得られる給付実績を活用し

て、不適切な給付や事業者を把握し、適切なサービス提供と介護費用の効率化、事業者の

指導・育成を図ります。 
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６ 第１号被保険者の介護保険料の設定について 

（１）費用負担の構成 

介護保険事業は、介護保険特別会計で運営され、財源は保険料５０％と、公費５０％で賄

われています。 

保険料の負担割合は第１号被保険者（６５歳以上）と第２号被保険者（４０歳以上６５

歳未満）の全国の人口割合により決定されます。第６期計画の第１号被保険者の負担割合

は２２％、第２号被保険者が２８％でしたが、第７期計画では第１号被保険者の負担割合が

２３％、第２号被保険者が２７％となることが予定されています。 

 

■介護給付費の財源構成予定（第７期） 

 

  

国負担分
25.0%

都負担分
12.5%

市負担分
12.5%

第２号

保険料
27.0%

第１号

保険料
23.0%

居宅給付費

国負担分
20.0%

都負担分
17.5%

市負担分
12.5%

第２号

保険料
27.0%

第１号

保険料
23.0%

施設等給付費

公費
50.0%

保険料
50.0%

国負担分
25.0%

都負担分
12.5%

市負担分
12.5%

第２号

保険料
27.0%

第１号

保険料
23.0%

地域支援事業（総合事業）

公費
50.0%

保険料
50.0%

国負担分
38.5%

都負担分
19.25%

市負担分
19.25%

第１号

保険料
23.0%

地域支援事業

（包括的支援事業・任意事業）

公費
50.0%

保険料
50.0%

公費
77.0%

保険料
23.0%
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（２）保険料設定の前提となる諸条件 

介護保険料は、介護保険総費用に対して６５歳以上の第１号被保険者が負担する部分を、

市町村民税の課税状況や前年の収入・所得に応じて負担するものです。 

今回の制度改正により、２割負担者のうち特に所得の高い層を３割負担とする利用者負

担割合の見直し、介護納付金への総報酬割の導入が行われます。 

①介護報酬の改定 

平成３０年度に診療報酬との同時改定が行われます。 

 

②第１号被保険者の負担割合の変更 

第１号被保険者の保険料負担割合はこれまで２２％でしたが、高齢化の進展に伴い平成

３０年度以降２３％となる予定から、その負担割合の変更を考慮して設定します。 

 

③低所得者の負担軽減を図るための所得段階区分の変更等 

本市では低所得者の負担軽減を図るため、非課税層の保険料率を独自で下げてきました

が、平成２７年の制度改正により給付費の５割の公費とは別枠で公費が投入されることで、

非課税世帯の保険料の軽減が強化されました。 

今後についても、これまでの考え方と併せて国の動向に注視し、きめ細かい保険料段階

を設定します。 

 

（３）本市の保険料設定の考え方 

①サービス見込量と保険料のバランス 

第１号被保険者の介護保険料は、計画期間中のサービス見込量に応じたものとなり、見

込量が多ければ保険料が上がり、少なければ下がることとなります。要介護（要支援）認

定者数の増加に伴う給付費の増加、サービスの必要性、施設整備計画等から今後の伸びを

勘案し、保険料を設定します。 

 

② 将来的なサービス水準を考慮した保険料設定 

本計画は平成３７（２０２５）年を見据えた計画として位置付けられていることから、

保険料の設定に当たっても、見込量の伸びから想定し、将来的なサービス水準を考慮して

行います。 

 

③ 調整交付金に対する負担 

調整交付金は、市町村間における介護保険の財政力の格差を是正するために、国が交付

するもので、原則介護保険総費用の５％です。ただし、第１号被保険者のうち、７５歳以

上の後期高齢者の割合と、第１号被保険者の所得分布によって５％の割合が変化すること

となります。 
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本市では、計画期間において、過去の実績や後期高齢者の増加等により、その割合は平

成３０年度が３．８３％、平成３１（２０１９）年度が３．９８％、平成３２（２０２０）

年度が４．００％と見込みます。残りの調整交付金不足分は、第１号被保険者が負担する

こととなります。 

  

④ 府中市介護給付費等準備基金の活用について 

介護給付費等準備基金は給付費の上昇による財源の不足を補うための基金であり、第６

期計画終了時までに積み立てられた基金を、第７期計画において取り崩し、給付費に充当

させることができます。その結果、保険料の上昇を抑えることが可能になります。第７期

計画においても、保険料の設定に当たりこの準備基金の活用について検討します。 

なお、平成２９年度末の残高は、約８億２，５００万円を見込んでいます。 

 

（４）第１号被保険者の介護保険料 

「（３）本市の保険料設定の考え方」に基づき介護保険料基準月額を算出すると、本来

の介護保険料基準月額は、６，０３４円となります。 

これに介護保険給付費等準備基金の取崩し額を繰り入れることにより、第１号被保険者

の月額は５，７１５円とします。 

これにより、保険料の基準となる月額は、第６期計画の５，２２５円と比較して４９０

円上昇することとなります。要介護（要支援）認定者数の増加とそれに伴うニーズの変化

に対応し、介護保険サービスを安定して提供し続けるために必要な保険料として算定して

いるものです。 

また、平成３７（２０２５）年には、本市の介護保険料は８，１２４円ほどまで上昇す

る見込みです。この主な要因は、高齢化の進展による介護を必要とする方が増加すること

であるため、制度の持続可能性の確保は喫緊の課題となっています。 
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■第１号被保険者の介護保険料 ※公費軽減の影響を含めない場合 

 

 

区　分 対象者 保険料率 月額（円） 年額（円）

生活保護受給者及び市民税世帯非課税者で老齢福

祉年金受給者等

市民税世帯非課税者で、前年の合計所得金額と課

税年金収入金額の合計額が80万円以下の者等

第2段階

市民税世帯非課税者で、前年の合計所得金額と課

税年金収入金額の合計額が80万円を超えて120万

円以下の者等

基準額×
0.60

3,425 41,100

第3段階
市民税世帯非課税者で、第１段階または第２段階

に該当しない者等

基準額×
0.70

4,000 48,000

第4段階

本人が市民税非課税者で同一世帯内に市民税課税

者がいる者のうち、前年の合計所得金額と課税年

金収入金額の合計額が80万円以下の者等

基準額×
0.80

4,567 54,800

第5段階
市民税本人非課税者で同一世帯内に市民税課税者

がいる者で、第４段階に該当しない者等
基準額 5,715 68,500

第6段階
前年の合計所得金額が120万円未満の市民税本人

課税者等

基準額×
1.10

6,283 75,400

第7段階
前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満

の市民税本人課税者等

基準額×
1.25

7,142 85,700

第8段階
前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満

の市民税本人課税者等

基準額×
1.50

8,567 102,800

第9段階
前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満

の市民税本人課税者等

基準額×
1.70

9,708 116,500

第10段階
前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満

の市民税本人課税者等

基準額×
1.90

10,858 130,300

第11段階
前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満

の市民税本人課税者等

基準額×
2.00

11,425 137,100

第12段階
前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未

満の市民税本人課税者等

基準額×
2.20

12,567 150,800

第13段階
前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円

未満の市民税本人課税者等

基準額×
2.50

14,283 171,400

第14段階
前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円

未満の市民税本人課税者等

基準額×
2.60

14,858 178,300

第15段階
前年の合計所得金額が2,000万円以上3,000万円

未満の市民税本人課税者等

基準額×
2.90

16,567 198,800

第16段階
前年の合計所得金額が3,000万円以上の市民税本

人課税者

基準額×
3.00

17,142 205,700

第1段階
基準額×

0.45
2,567 30,800
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■第７期介護給付費と保険料の全体像 

 

 

  

区　分 費用（千円） 区　分 費用（千円）

（１）居宅サービス （１）居宅サービス

　①訪問介護 　①介護予防訪問入浴介護

　②訪問入浴介護 　②介護予防訪問看護

　③訪問看護 　③介護予防訪問リハビリテーション

　④訪問リハビリテーション 　④介護予防居宅療養介護

　⑤居宅療養介護 　⑤介護予防通所リハビリテーション

　⑥通所介護 　⑥介護予防短期入所生活介護

　⑦通所リハビリテーション 　⑦介護予防短期入所療養介護

　⑧短期入所生活介護 　⑧介護予防福祉用具貸与

　⑨短期入所療養介護 　⑨特定介護予防福祉用具購入

　⑩福祉用具貸与 　⑩介護予防住宅改修

　⑪特定福祉用具購入 　⑪介護予防特定施設入居者生活介護

　⑫住宅改修 （２）介護予防地域密着型サービス

　⑬特定施設入居者生活介護 　①介護予防認知症対応型通所介護

（２）地域密着型サービス 　②介護予防小規模多機能型居宅介護

　①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 　③介護予防認知症対応型共同生活介護

　②夜間対応型訪問介護 （３）介護予防支援 103,854

　③認知症対応型通所介護

　④小規模多機能型居宅介護 総給付費 費用（千円）

　⑤認知症対応型共同生活介護 介護給付費 45,476,607

　⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 予防給付費 731,080

　⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 利用者負担の見直しに伴う財政影響額 △ 63,068

　⑧看護小規模多機能型居宅介護 総給付費 46,144,619

　⑨地域密着型通所介護

（３）居宅介護支援 2,511,335

（４）介護保険施設 区　分 費用（千円）

　①介護老人福祉施設 特定入所者介護サービス費等給付額 1,138,535

　②介護老人保健施設 高額介護サービス費等給付額 1,167,965

　③介護医療院 高額医療合算介護サービス費等給付額 157,175

　④介護療養型医療施設 算定対象審査支払手数料 54,450

その他　2,518,125千円（5.17%）

13,303,605

事業費見込総額 ＝ 標準給付費48,662,744千円＋地域支援事業費2,713,682千円＝51,376,426千円

介護給付（居宅・施設・地域密着型サービス） 予防給付（居宅・地域密着型サービス）

45,476,607千円（93.33%） 731,080千円（1.50%）

23,992,123

5,669,544

5,208

622,018

【財源の内訳】
標準給付費  48,662,744,000 円

第1号保険料(円) 第2号保険料(円) 国負担金(円) 調整交付金(円) 都負担金(円) 市負担金(円)

11,708,392,320 13,138,940,880 8,515,980,200 1,917,176,000 7,299,411,600 6,082,843,000

（約2４％） （27%） （17.5%） （3.83～4.0%） （15%） （12.5%）

地域支援事業費  2,713,682,000円（介護予防・日常生活支援総合事業1,706,102,000円、包括的支援・任意事業 1,007,580,000円）

第1号保険料(円) 第2号保険料(円) 国負担金(円) 調整交付金(円) 都負担金(円) 市負担金(円)

410,508,560 460,647,540 341,220,400 67,200,000 213,262,750 213,262,750

（約2４％） （27%） （20%） （3.83～4.0%） （12.5%） （12.5%）

231,743,400 （－） 387,918,300 （－） 193,959,150 193,959,150

（23％） （－） （38.5%） （－） （19.25%） （19.25%）

標準給付費の第１号保険料＋地域支援事業費の第１号保険料＝12,350,644,280円

介護保険料段階14段階制が16段階制へ 本来の保険料基準月額 6,034円

介護給付費等準備貴金の取崩し　約６億５千万円 第７期保険料基準月額 5,715円

介護予防・日常生
活支援総合事業

包括的支援・
任意事業
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第８章 計画の推進に向けて 

１ 評価・点検・推進を行う組織 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の適正な推進を図るためには、市民が主体的に参

加し、進捗状況をチェックする機関が必要です。計画の推進に当たっては、介護保険被保険

者や介護サービス事業者の代表、医療や権利擁護の専門家等から選出された委員で構成す

る高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会において、継続的な計画評価と見直

しを行います。 

また、地域包括支援センターの適切な運営や公平性・中立性の確保、その他地域包括支援

センターの円滑かつ適正な運営を図るために、同協議会にて、地域包括支援センターの事業

運営の評価と見直しを行います。 

 

２ 協働・ネットワーク 

（１）家族介護者、事業者等のネットワーク 

家族介護者、事業者等のネットワークをより充実するための支援を行うとともに、市民の

主体的な活動を期待し、全ての高齢者福祉活動団体が連携できるように、積極的に支援しま

す。 

（２）ＮＰＯ・ボランティア団体、活動団体等のネットワーク 

社会福祉協議会、ＮＰＯ・ボランティア団体、シルバー人材センター、地域の介護サービ

ス事業者、商店、企業などが、地域包括ケアシステムの重要な主体として、また、総合事業

の推進のための「協議体」の構成員として、お互いに連携・協働し、高齢者の生活を総合的

にサポートすることを支援します。 

 

３ 庁内体制の整備 

（１）福祉保健関係部門と地域・まちづくり部門との連携 

計画の推進に当たっては、地域における自主的な活動を活性化し、地域における主体的な

課題解決の機能を向上させることによる地域福祉活動及びまちづくり活動の連携推進がこ

れまで以上に必要です。 

そのため、福祉保健関係部門と地域・まちづくり部門との連携を更に深めて行きます。 

（２）関係課による連携 

医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムを深化・

推進していくためには、他の関連分野の部署との連携の強化が必要です。 

そのため、これまで以上に住宅部門等の他の関連部署と横断的な連携を図っていきます。 
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資料編 

※地域資源、協議会について（委員名簿、検討経過）、アンケート調査・グループインタビュ

ー調査の概要、用語集を掲載します。 


